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文
明
論
の
華
夷
観

中
国
に
お
け
る
民
族
思
想

の
起
源

王

何

中
国
の
初
期

の
国
家
思
想
は
、
基
本
的
に

「天
下
」
で
あ

っ
た
。
「天
下
」
は

「天
」
を
理
論
的
根
拠
と
し
て
い
る

た
め
、
「絶
対
性
」

・

「正
統
性

」
と
言

っ
た
性
格
を
も

つ
。
こ
れ
は
、
中
国
の
正
統
王
朝
の
統
治
理
念
で
も
あ
る
。
こ
う
し
た
正
統
王
朝

の
統
治
理
念
の
下
に
、

「螢
夷
戎
秋
」
と
呼
ば
れ
る
異
民
族
も

「
天
下
」
の
体
系

に
入
れ
ら
れ
、
「四
夷
」
は

「天
下
」

の
欠
か
せ
な
い
一
部
分

で
あ
る
と
さ
れ
て
い

た
。
そ
の
た
め
、
「華
夷
対
立
」
と

い
う
単
純
な
構
図
で
、
実
際
の

「中
国
」
と

「四
夷
」
と
の
関
係
を
解
釈
す
る
の
は
明
ら
か
に
適
切
で
は

な
い
。
「天
下
」
が

「蟹
夷
戎
秋
」
を
包
容
す
る
と
い
う
思
想
の
根
底
に
は
、
当
然
先
秦
時
代

の

「中
国
」

(天
子

の
直
轄
地
域
で
あ
る

「内

服
」

+
諸
侯
の
国
々
で
あ
る

「外
服
」
)
の
人
々
の

「民
族
」

に
対
す
る
認
識
が
あ

っ
た
は
ず
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
先

秦
時
代
に
お
い
て
発

生
し
た

「華
夷
思
想
」
の
構
造
及
び
そ
の
社
会
的
歴
史
的
背
景
を
見
る
こ
と
を
通
じ
て
、
中
国
の
初
期
の
民
族
思
想
の
特

質
を
検
討
す
る
こ
と

と
す

る
。

本
稿
の
用
い
る
史
料
は
、
ほ
と
ん
ど
中
国
の
古
典
に
限
ら
れ
る
。
い
わ
ゆ
る

「六
経
皆
史
」
と

い
う
説
が
疑
わ
れ
る
が
、
し
か
し
中
国
思
想

の
濫
膓
は
中
華
文
化
の
原
典
で
あ
る
古
代
経
典
に
見
つ
け
ら
れ
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
歴
史
事
実

の
弁
明
に
お
い
て
は
主
に
先
秦
時
代
の
文

献
を
使
う
が
、
し
か
し
文
字
学
の
資
料
の
扱
い
は
そ
の
限
り

で
は
な
く
、
そ
れ
以
降
の
資
料
も
使
う
。
な
お
時
代
名
は
具
体
的
に
明
記
し
た
箇

所
を
除
い
て
、
本
稿

の
言
う
先
秦
時
代
は
大
体
春
秋
時
代
以
降
を
指
す
こ
と
を
、
予
め
断

っ
て
お
き
た

い
。
各
文
献
の
日
本
語
訳
は
、
『春
秋

一



左
氏
伝
』

(以
下

『左
伝
』)
、
『詩
経
』
が
平
凡
社
の

『中
国
古
典
文
学
全
集
』
、
『筍
子
』
が
国
民
文
庫
刊
行
会
に
よ
る

『国
訳
漢
文
大
成
』
の

他
に
、
明
治
書
院
の

『新
釈
漢
文
大
系
』
に
従

い
、
必
要
と
感
じ
た
と
こ
ろ
だ
け
に
著
者
に
よ
り
若
干
の
手
直
し
も
加
え
た
。

-

「華
夏
」
と

「蟹
夷
戎
秋
」
…

民
族
か
文
明
共
同
体
か

虚

構

の

「
五
服

説
」

に

よ

る
各

民

族

の
地

理

的

分

布

と

違

い
、
実

際

は
先

秦

時

代

に

「
中

国

」

の
周

辺

に
多

く

の
異

民

族
が

住

ん

で

い
た
。

例

え

ば

『詩

経

』

で
は

、
猫

貌

(小

雅

・
六

月

)
、

蟹

、
荊

(小

雅

・
采

苞

)
、
豹

(大

雅

・
桑

柔

)
、
戎

狭

、
荊

箭

、

南
夷

(魯

頒

・
悶
宮

)
、

准

夷

(商

頒

・
洋
水

)
、

氏

莞

(商
頒

・
股
武

)

な

ど

の
多

く

の
異

民

族

の
名

前

が
見

ら

れ

、

い
わ

ゆ
る

「
百

螢

」

(大

雅

・
桑

柔
)

の
状

況

で

あ

っ
た

。

ま

た

『尚

書
』

禺

貢

篇
だ

け

で
も

、

青

州

(現

在

の
登
州

)

に

「
隅
夷

」
、

徐

州

(准

河

流
域

)

に

「
准

夷

」
、

莱

(現
在

の
莱

陽

)

に

「
莱

夷

」
、

揚
州

に

「
島

夷

」

が

そ
れ

ぞ

れ

居
住

し

て

い
た

こ
と

は

記

載

さ

れ

て

い
る

。

こ
う

し
た
文
献

の
記

述

か

ら
見

れ
ば

、

「
中

国

」

の

人

々

は

こ
れ

ら

の
民
族

と

頻
繁

に
接

触

し

て

い
た

こ
と

が

分
か

る

。

文

献

か

ら

、
春
秋

時

代

に

お

い
て
多

く

の

「
中

国

」

の
人

が

「
蟹

」
、

「夷

」
、

「
戎
」

を

名

と

誼

名

に
し

て

い
た

こ
と

を

読
取

る

こ

と

が

で
き

る
。

例

え

ば

、
鄭

の
太

子

は

「
夷

」

(
『左

伝

』

文

公

十

七

年
)
、
鄭

璽

公

の
字

は

「
子

蟹

」

(
『左

伝

』
成

公

二
年

)
、

齊

候

の
子

は

「
戎

子

」

で

あ

る

(
『左

伝
』

裏

公
十

九

年

)
。

こ

こ
か

ら
ま

ず

先

秦

時

代

の

「
中
国

」

の
人

は

「蟄

」
、

「
夷

」
、

「戎

」
な

ど

を

民

族

差

別
意

識

の
あ

る

も

の

と

思

っ
て

い
な
か

っ
た

こ

と

が
分

か

る

。

『説

文

解

字
』

に
よ

れ
ば

、

「
蟄

は
、

南

蟹

の
蛇

の

一
種

で
、

虫

に
従

う

」

と

な

る

が

、

し

か

し
蛇

は

「蟹

」

の
本

来

の
意

味

で

は

な

か

っ

た

可

能

性

が

高

い
。
中

国

の
最

初

の
文

字

で

あ

っ
た

甲

骨
文

に
は

、

「
蟄

」

に
相

当

す

る

字

が

見

当

た

ら
な

い
。

時

代

的

に
甲
骨

文

に

次

ぐ

金

文

で

は

・

・
螢

」

が

・
緯
L

と
な

朕

虫

の
部

首

が
付

い
て

い
な

か

っ
た

(-
♂

・
緯

L

に

つ

い
て

は
・
.
・説
文

解

字

』

が

・乱

れ

で
あ

低

一
説

二



で
は

と
と

の
え

、

も

う

一
説

で
は

絶

え

な

い
と

な

る
。
言

と

綜

に

従

う
」

(
「緯

、

乱

也

、

一
日
治

也

、

一
日
不

絶

也

、

従

言

綜

」
)

と
解

説

し

、

言

葉

が
繁
雑

で
も

つ
れ

て
乱

れ

て

い
る

こ

と

を

指

し

て

い
る
。

つ
ま

り

「蟹

」

は

、

本

来

聞

き
馴

れ
な

い
異

民

族

の
言

語

の
特

徴

を

表

す
も

の

に
過
ぎ

な

か

っ
た

。

「夷

」

は

「
大

と

弓

に
従

い
」
、
狩

猟

民

族

の
生

産
様

式

を

表

す

も

の
に
も

見

え

る

が

、
実

は

そ

れ

が

後

か

ら

で
き

た

漢
字

で
、

甲
骨

文

で

は

「夷

」

は
今

と

書

き

、

樽
居

す

る

人

の
形

を

し
、

「
中
国

」

の
人

が

脆

い
て
座

る

と

違

っ
て

「
夷

」

の
人

は

樽

っ
て
座

る

こ

と

を

意
味

し
、

狩

猟

民
族

の
生

活

様

式

を

表

す
漢

字

で
あ

っ
た

。

『説

文
解

字

』

で

は
、

「
秋

は
犬

と

亦

か

ら
な

る
」

(
「
秋

、
従

犬

従

亦

」
)

こ

と

に
な

り
、

甲

骨

文

で

は

「
亦

」

が

正

面

の
人
形

で

あ

っ
た

た

め

、
「
秋

」

は

人

間

と
犬

と
共

に
暮

ら

す

遊
牧

民

族

を

象

徴

す

る
言

葉

で
あ

る

こ

と

が
分

か

る
。

「
戎

」

の

一
種

で
あ

る

「莞

」

と

の
文

字

も

、
股

嘘
卜

辞

の
甲

骨

文

に
あ

っ
た

。

そ

れ

は
羊

と

人

の
組

み

合

わ

せ

(
「従

羊

従

人

」
)

で
、

『
説

文

解

字
』

で
は

「
莞

、

西

域

牧

羊

人
」

と

な

り

、
遊

牧

民
族

の
特

徴

を
取

り

入

れ

て

い
る
。

ま

た

、

「戎

」

に

つ

い
て

は

、

『説

文

解

字

』

が

「
戎

は
兵

器

で
あ

り

、

父

と

甲
か

ら

な

る
」

(「
戎

、
兵

也

、

従

文

従

甲
」
)

と

解

説

し

て

い
る
。

中

国

の
最

も

古

い
辞
書

と

さ

れ

る

『爾

雅
』

繹

詰

篇

で
は

、
「
戎

、

大

也

」

と
な

る
。

い
ず

れ

に
し

よ

そ

れ

は

狩

猟

民
族

の
特

徴

で

あ

ろ
う

。

つ
ま

り

戎

、

夷

、

秋

、
莞

は

本

来

遊
牧

民

族

と

狩
猟

民
族

と

の
生

活

生

産
様

式

を
示

す

文

字

に
過

ぎ
な

か

っ
た

。

当
時

の
諸

夏

の
人

々

に
と

っ
て
は

、

こ

う

し

た
生

活

・
生

産

様

式

は
人

間

の
強

さ
を

意

味

す

る
も

の

で
あ

り

、

螢

、
夷

、

戎

な

ど

を
名

前

に

す

る
こ
と

に
は

、
強

く

て
丈
夫

な

人

に

な

る
と

い
う

願
望

が

託

さ

れ

て

い
た
。

こ

こ

に

お

い
て
は
蟹

、

夷

、

戎

に
は

、
後

世

の
言

う

よ

う
な

民

族

差

別

の
意

味

が
全

く

な

か

っ
た

。

そ

し

て
周

の
天
子

が
ま

た

支

配

し

て

い
な

い
政

治

的
共

同
体

と

集

団

を

蜜

夷

戎
秋

と

呼

ん

で

い
る
意

味

は

、

ま

ず
周

王
朝

は
彼

ら

に
主

権

を
持

た

な

い

こ
と

を
意

味

し
、

次

に

こ

れ
ら

の
集

団

の
文

化

は
周

の
主

体

民

族

の
と

異

な

る

こ
と

を

示

し

て

い
る

だ

け

で
あ

っ
た

(2
>。

漢

民
族

の
祖

先

で
あ

る
華

夏
族

は
夏

朝

の
時

期

に
形
成

し
始

め

た

と

い
う

説
も

あ

る

(3
)。

「華

夏

」

は

早

い
時

期

か

ら

農

業

生

産

に
従

事

し

=
二



始

め

、

夏

も

、
華

も

、

そ

し

て

周

も

最
初

農
業

の
特

徴

を

表

す

用

語

で

あ

っ
た

と
考

え

ら

れ

る

。

『方

言
』

に

よ

れ

ば

、

「
夏

は
、

大

な

り

」

(
「
夏

、

大

也

。
」

『礼

記
』

楽

記

篇

に
も

同
じ

記

述

が
あ

る
)

と

な

る
。

さ

ら

に

『尚

書
正

義

』

は

「
華
夏

」

を

「
衣

冠

が
き

れ

い
で
華

で

あ

り
、

大

国

は

夏

で
あ

る
」

(「
冤

服

采

章

日
華

、
大

国

日

夏

」
)

と
解

説

し

て

い
る

。
し

か

し
文

献

か

ら

そ
れ
以
外

の
意

味

を

読

み
取

る

こ

と

が

で
き

る

。

『
国

語

』

周

語

下

で
は
、

「
皇

天

は

こ

れ
を

よ

み

し
、

采

配

す

る

に
天

下

を

以

て
し

、
姓

を

賜

い

て

い
以
媚

と
謂

い
、

氏

を

有
夏

と

謂

う

は

、

其

の
能

く

嘉

祉

を

以

て
股
福

に
し

て
物

を

生

ず

る
を

謂

う

」

(「皇

天
嘉

之

、
詐

以

天
下
、

賜

姓

日
媚

以
、

氏

日
有

夏

、

謂

其

能
以

嘉
祉

股

富

生

物

也

」
)

と

い
う

の
が
あ

っ
た

。
東

漢

時

代

に

で
き

た

辞

書

『釈
名

』
釈

天

篇

が

、

「
夏

は
、

假

の
意

味

で
、
万
物

を

ゆ

っ
た

り

の
び

の

び
成

長

さ

せ

る

こ

と

で
あ

る
」

(「
夏

、

假

也

、

寛

假

万
物

使

生

長

也

」
)

と
解

釈

し

、

さ

ら

に

『廣

雅

疏

正

』

が

「
郷
飲

酒
義

に

よ

れ
ば

、
夏

の
意

味

は
假

で

あ

り

、

養

い
成

長

さ

せ

る
」

(「
夏

之

為

言

假

也

、

養

之
長

之
」
)

と

述

べ
、
そ

れ

ぞ

れ

「
夏

」

を
農

産
物

を
育

ち

、

成

長

さ
せ

る
意

味

で
あ

る

と

見

て

い
た

。
鄭
玄

に
よ

れ

ば

「
假

、
大

也

」

と

な

り

、
「
夏

」

が

「
大

」

で
あ

る
と

い
う

の
も

、
本
来

「
育

つ
」

「
成
長

さ

せ

る
」

か

ら
来

た

の

で
あ

っ
た

。

貝

塚
茂

樹

も

同

じ
よ

う
な

考

え

方

を

も

っ
て

い

る
よ

う

で
あ

る
。

か

れ

に

よ

れ
ば

、

「小

川

琢

治

が

『楚
辞
』

天

間

篇

を

も

と

と

し

て

、

禺

を
始

め

、

夏

の
諸

王

は
天
神

に
命

ぜ

ら

れ

て
、
地

上

に
降

り

て
后

土

つ
ま

り

地

の
神

と

な

っ
た

の

で

、
夏

后
氏

と
呼

ば

れ

た

の
だ

と

い
う

解

釈

を
早

く

提

唱

し

て

い
た
。
楊

寛

氏

が

夏

の
字

義

に

つ

い
て
、

夏
后

は

下
后

で

上
帝

に
対
す

る
后

土

つ
ま
り

社
神

の
意

味

で
あ

っ
た

と
説

く
」

と

}

(4
)Q

レ
・つ『左

伝

』

嚢

公

四
年

に

「
晋

候

は

、

戎

や
秋

は

親

し

み

の
情

が
薄
く

て
欲

が

深

い
。
伐

っ
た

方

が

よ

い
と

い

っ
た

が

、

魏

縫
は

、

…
わ

れ

わ

れ
が

兵

力

を
戎

に
用

い
て
、

疲

れ

た

と

き
楚

が
陳

を

伐

て
ば

、
き

っ
と

救

う

こ

と

は

で
き

ま

せ

ん
。

こ
れ

で
は
陳

を

見

捨

て
る

こ
と

に
も

な

り

、

諸

華

も

必

ず
叛

く

で
し

ょ
う

。

戎

は

鳥

け

だ
も

の
。

こ

れ
を

手

に
入

れ

て
華

を
失

う

の
で
は

つ
ま

り

ま
せ

ん
」
(5
)
と

い
う

記

述
が

あ

っ
た

。

一
四



人

間
集

団

の
名

の

「
華

」

は
、

こ

こ

で

「
戎

」

の
対
称

と

し

て
中

国

文
献

に
初

登

場

し

た

の
で
あ

る

。

注

意

す

べ
き

は
、

こ

こ

で
魏

緯
は
晋

嚢

公

に
対

し
、

「
戎

」

が

遊

牧

の
生

活

様

式

を

営

み
、

土
地

を

軽

視

す

る

(「
戎

秋

薦

居

、

貴
貨

易

±

」
)

た

め

、

「和

戎

」

は

五

つ

の
利

(五

利

)

1
領

土

の
拡

大

(
土

地

可
買
)
、

辺
境

の
安

寧

(辺
鄙

不

雀

)
、

国

威

の
増

大

(諸

侯

威

懐
)
、

軍
費

の
削

減

(甲
兵

不

頓

)
、

覇

業

の
実

現

(遠

至

遡

安
)

1
が

あ

る

と
進

言

し
た

こ
と

で
あ

る
。
言

い
換

え

れ

ば

、

「華

」

は

土

地

を
重

視
す

る
農

業

民
族

で
あ

る

こ
と

が
見

え

て
く

る
。

「
華

」

の
意
味

は
草

木

繁

華

、
実

る

で
あ

り

(
『爾

雅
』
)
、
言

う

ま

で
も

な

く
農

業

生

産

様

式

に
関

連

す

る
言

葉

で
あ

っ
た

。

周

王

朝

の
発

祥

の
地

「
周

原
」

で
発

掘

さ

れ
た

甲
骨

文

か

ら

、

「周

」

も
農

業

生

産

様

式

に
か
か

わ

る
字

で
あ

る

こ
と

が

分

か

る

。
周

は
本

来

田

か

田
と
書
き

、

境

の
は

っ
き
り

し

た

農

田

と
稲

を
象
徴

し

て

い

る
。
周

は

そ

の
先

祖

后
稜

か

ら
農

業

に
従
事

す
る
部

族

で

あ

っ
た

(,
)。

「
中

国

」
と

「
蟹

夷

戎

狭

」

と

の
違

い

に

つ

い
て
は
、

『礼

記

』

王

制

篇

が
次

の

よ
う

に
述

べ
て

い
る

。

「
凡

そ
民
材

を

お

く

に
は

、
必

ず

天

地

の
寒

媛

・
燥
湿

、

廣

谷

・
大

川

の
制

を

異

に
す

る
に
因

る

。

民

そ

の
間

に
生

ず

る

者

俗

を
異

に
し
、

剛

柔

・
軽
重

・
遅

速

齊

を

異

に
し
、

五

味

和

を

異

に
し
、

器

械

制

を

異

に

し
、

衣

服

宜

し
き

を
異

に
す

。

そ

の
教

を
修

め

て
も

、

そ

の
俗

を
変

え

ず

。

そ

の
政
を

斉

え

て
、

そ

の
宜

し

き

を

変

え

ず
。
中

国

戎

攣

五
方

の
民

、
皆

性

有

り

、

推
し
移

す

可

か

ら

ず
。
東

方

を

夷

と

日
う

、
髪

を

被

り

身

に
入
れ
ず

み

し

、

火
食

せ
ざ

る

者

有

り

。
南

方
を

攣

を

日
う

、

題
を

刻

み

趾

を

交

え

、
火
食

せ
ざ

る

者
有

り

。
西

方

を

戎

と

日
う

、
髪

を

被

り

皮
を
着

て
、

粒

食

せ
ざ

る
者
有

り

。

北

方

を
秋
と

日
う

、

羽

毛

を
着

て

穴

居

し
、

粒
食

せ
ざ

る
者

有

り

。
中
国

夷

蟹

戎

狭

、
皆

安
居

、

和

味

、

宜
服

、
利

用

、

備

器

あ

り
、

五

方

の
民

、
言

語
通

せ

ず

、

嗜

欲

同
じ

か

ら

ず

」
(7
)。

文

献

で

は

「秋

」

と

「
戎
」

さ
れ

区

別

が

な

い
時

も
あ

る

よ

う

に
、

「
四

夷

」

と

い
う

具

体

的

で

は

な

い
称

号

を

以

て

異

民

族

を

呼

び

、

「
方

」

を
も

っ
て

「
中

国

」

の
以

外

の

人

間

集

団

を
指

す

こ
と

も

、

当
時

の
中

国

人

が

方
向

、

つ
ま
り

地

域

を

以

て
そ

れ
ぞ

れ

の
入

間
集

団

が

異

な

る

生
産
様

式

と
生

活

様

式
を

営

み

、

異

な

る
慣

習
風
俗

を

も

つ
と
考

え

て

い
た

こ
と

を
示

し

て

い

る

。

明

ら

か
に
、

先

秦

時

代

の
中

国
人

は

「
蟹

夷
戎

狭
」

を

「
中

国

」

と
区

別

す

る

と

き

、
今

日

の
形

質

人

類
学

の
よ
う

に
身

体

、
髪

、
肌

な

ど

の
体
質

的
条

件

を

基

準

と

せ
ず

、

そ

一
五



し
て
文
化
人
類
学
の
よ
う
に
民
族
が
同
じ
生
活
地
域

・
言
語

・
歴
史

・
慣
習

・
生
活
の
様
式
及
び

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
な
ど
の
共
通
条
件
を
持

つ
人
間
集
団
で
あ
る
と
も
考
え
ず
、
専
ら
そ
の
生
活
様
式

・
生
産
様
式
及
び
そ
れ
を
基
礎
に
し
て
形
成
さ
れ
た
行
動
様
式
と
価
値
観
、

つ
ま
り

文
化
様
式
だ
け
に
目
を
つ
け
た
の
で
あ

っ
た
。

一
六

2

「
四

夷

」

と

「
礼

」

民
族
差
別
の
構
造

「蟹
夷
戎
狭
」
に
対
す
る
差
別
は
全
く
存
在
し
な
か

っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
お
よ
そ
二
つ
の
場
合
に
限
定
さ
れ

た
。
ま
ず

「中
国
」
の
国
同
士
の
間
で
周
王
朝
と
の
血
縁
関
係
を
基
準
に
階
級
関
係
を
強
調
し
た
場
合
で
あ
り
、
そ
し
て

「
中
国
」
と

「螢
夷

戎
狭
」
と
の
関
係
に
お
い
て
軍
事
力
が
突
出
し
た
場
合

で
あ
る
。

紀
元
前
六
三
七
年
、
周
嚢
王
は

「狭
」
を
駆
使
し
て
鄭
国
を
討
伐
し
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
大
臣
富
辰
は
、
「鄭
は
天
子
に
在
り
て
は
、
兄

弟
な
り
。
…
親
類
を
弄
て
秋
に
付
く
は
、
不
祥
な
り
」
(「鄭
在
天
子
、
兄
弟
也
。
…
棄
親
即
秋
、
不
祥
。
」
『国
語
』
周
語
中
)
と
そ
れ
に
強
く

反
対

し
て
い
た
。
鄭
は
周
宣
王
の
弟
恒
公
が
封
じ
ら
れ
た
諸
侯
国
で
あ
り
、
鄭
国
の
諸
侯
は
周
嚢
王
に
と

っ
て
同
じ
姫
姓

に
属
す
る
従
兄
弟

で

あ

っ
た
。

つ
ま
り

「秋
」
よ
り
兄
弟

の
関
係
を
大
切
に
す
る
こ
と
こ
そ

「祥
」

で
あ
る
と
富
辰
は
主
張
し
た
の
で
あ

っ
た
。

紀
元
前
五
九

一
年
、
晋
景
公
が
対
齊
国
戦
争
の
戦
利
品
を
周
定
王
に
献
上
し
よ
う
と
し
た
が
、
し
か
し
周
定
王
は
そ
れ
と
面
会
も
せ
ず
、
大

臣
の
単
嚢
公
を
通
じ
て
次
の
理
由
を
述

べ
て
貢
献
を
拒

ん
だ
。
「蟹
夷
戎
独
が
王
命
に
従
わ
ず
、
酒
色
に
耽
っ
て
掟
を
破
り
、
王
が
命
じ
て
こ

れ
を
伐
た
せ
た
場
合
に
限
り
、
捕
虜
や
戦
利
品
を
天
王
に
献
ず
る
こ
と
が
あ
る
。
す
る
と
天
王
は
親
し
く
そ
れ
を
受
け
て
ね
ぎ
ら
わ
れ
る
。
朝

廷
を
畏
れ
ぬ
者
を
懲
ら
し
、
功
あ
る
者
を
励
ま
す
た
め
で
あ
る
。
兄
弟
や
叔
父

・
甥
の
仲
で
天
王
の
定
め
た
国
境
を
侵
し
あ
い
、
不
都
合

の
諸

侯
が
あ

る
時
に
は
、
命
に
よ
っ
て
伐
ち
は
し
て
も
、
そ
の
結
果
を
申
し
上
げ
る
だ
け
で
、
戦
果
を
奉
る
こ
と
は
な
い
、
親

し
い

(中
国

の
諸
侯



同
士
)
だ
か
ら
敬
意
を
払

っ
て
、
た
だ
境
界
を
守
ら
ず
掠

め
た
罪
を
責
め
る
に
止
め
る
L
(8
)。
周

の
天
子
と
の
血
縁
関

係
の
あ
る
諸
侯
国
を

「螢
夷
戎
狭
」
と
区
別
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
が
、
戦
争
の
性
格

に
対
す
る
評
価
に
お
い
て
も
強
調
さ
れ
た
。

「
天
子
は
同
姓
な
ら
ば
之
れ
を
叔
父
と
謂

い
、
異
姓
な
ら
ば
之
れ
を
叔
舅
と
謂

ふ
」
(「
天
子
同
姓
謂
之
叔
父
、
異
姓
謂

之
叔
舅
。」
『礼
記
』

曲
礼
下
)
と
言

っ
た
よ
う
に
、
「兄
弟
」
と
は
周
天
子
と
同
じ
姫
姓
の
諸
侯
国
で
あ
り
、
「甥
舅
」

(叔
父

・
甥
)
と
は
姫

姓
と
は
異
姓
の
諸
侯

国
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
齊
は
太
公
望

(呂
尚
)
が
封
じ
ら
れ
た
国
で
あ
り
、
太
公
望
は
周
文
王
-
武
王
の
父
1

の
師
で
、
文
王
か
ら

父
の
よ
う
に
尊
敬
さ
れ
て
い
て
、
い
わ
ゆ
る
姫
姓
の
国
と
は
甥
舅
関
係
に
あ
る
の
で
あ
っ
た
。
そ

の
よ
う
な
血
縁
関
係

に
基
づ
い
て
、
「夫
れ

亦
皆
天
子
の
父
兄
甥
舅
な
り
、
こ
れ
を
若
何
ぞ
其
れ
こ
れ
を
虐
げ
ん
」
(「夫
亦
皆
天
子
之
父
兄
甥
舅
、
若
之
何
其
虐
之

也
。
」
『国
語
』
周
語

中
)
と
い
う
考
え
方
が
生
じ
た
の
で
あ

っ
た
。

「
お
よ
そ
諸
侯
が
四
方
の
夷
狭
と
戦

い
、
手
柄
が
あ
れ
ば
、
戦
利
品
を

(周
)
王
に
献
ず
る
。
王
は
四
夷
を
心
に
か
け
る
地
位
に
あ
る
か
ら

で
あ
る
。
し
か
し
中
国
の
諸
侯
は
そ
う
で
な
い
。
諸
侯
は
獲
物

の
と
り
こ
を
贈
り
あ
わ
な
い
」
(「凡
諸
侯
有
四
夷
之
功
、
則
献
於
王
、
王
以
警

於
夷
、
中
国
則
否
。」
『左
伝
』
荘
公
三
十

一
年
)
と
い
う
記
載
か
ら
、
春
秋
時
代
で
は
血
縁
関
係
で

「
四
夷
」
と
区
別
さ
れ
る
対
象
は
、
実
は

「中
国
」
全
体
に
適
応
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
は
、
春
秋
時
代
に
至

っ
て

「外
服
」
に
あ
る
各
諸
侯
国
が
大

体
婚
姻
関
係
で
結
ば

れ
た
と
い
う
現
実
の
前
で
、
甥
舅
-
甥
と
母
方
の
叔
父
と
の
1
関
係
が

「中
国
」
の
中
に
蔓
延
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た

「中
国
」
の
国
に
よ
る

「
四
夷
」
の
国
に
対
す
る
差
別
意
識
は
、

一
見
し
て
血
縁
関
係

に
よ
る
も
の
と
見
え

る
が
、
実
は
周
の

「天
子
」
と
の
血
縁
関
係
に
基
づ
く
階
級
関
係
で
あ

っ
た
。
『左
伝
』
に
よ
れ
ば
、
昭
公
十
三
年

(紀
元
前
五
二
九
年
)

に
郊
と
菖
の
使
節
は

魯
国

に
い
じ
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を

「中
国
」
の
強
国
で
あ

る
晋
国
に
訴
え
た
。
そ
こ
で
魯
国

の
使
節
子
服
恵
伯
は
晋

国
の
批
判
に
対
し
、

「ご
主
人
に
は
螢
夷

の
訴
え
を
取
り
上
げ
な
さ
っ
て
、
兄
弟

の
国
と
縁
を
絶
ち
、
周
公
の
末
を
捨
て
な
さ
い
ま
す
か
?

」

(「君
信
蟹
夷
之
訴
、

以
絶
兄
弟
之
国
、
棄
周
公
之
後
。」
)
「魯

が
晋
に
仕
え
ま
す
し
か
た
が
、
ど
う
し
て
夷
の
よ
う
な
小
国
に
も
及
び
ま
せ
ん
で
し
ょ
う
?
魯
は
こ

一
七



ち

ら

と

兄

弟

の
国

で
す
し

、

…
L

(「
魯

事

晋

、
何

以

不
如

夷

之
小

国

?
魯

、

兄

弟
也

、

…

。
」
)

と

反

論

し
た
と

い
う

。

魯

国

は

周

武

王

(紀

元
前

一

一
二

二
頃

～
)

の
子

周

成

王

を
助

け
周

王

朝

の
基
礎

を
築

い
た

周

武

王

の
弟

で
あ

る
周

公

(旦
)

の
長

男

伯

禽

に
封

じ

ら

れ

た

国

で
あ
り

、

そ

し

て
晋

国

は
周

成

王

の
弟

叔

虞

に
封

じ

ら

れ

た

国

で
あ

っ
た

。

晋

国

は
魯

国
と

同

じ

姫

姓

の
国

で
あ

る

に

も

か

か

わ

ら

ず

、
蟹

夷

の
方

を
信

用

し

た

。

し
か

し

こ

こ

で
魯

国

に
非

難

さ

れ

た

の
は

そ
れ

だ

け

で

は

な
く

、

「夷

之

小

国

」

と

い
う

言

葉

で
表

現

さ

れ

た

よ

う

に
、

「外

服
」

に
あ

る

諸
侯

国

の

「
四

夷

」

の
国

に
対
す

る
階

級

的

差

別
も

込

め

ら

れ

て

い
る

の

で
あ

っ
た

。

『礼

記

』

曲

礼
篇

に
よ

れ
ば

、

周

の
制

度

は

「
九

州

の
長

は
、

天

子

の
国

に
入

る
と
牧

と
呼

ば

れ

る
。
天
子

は

同

姓

な

ら
ば
之

れ
を

叔

父

と

謂

い
、

異

姓

な

ら
ば

之

れ
を

叔

舅

と

謂

ふ

。

そ

の
東

夷

北

秋

西
戎

南

蟹

に

い

る
も

の
は
、

大

と

難

も

子
と
呼

ば

れ

る

」
(,
)
と
な

っ
て

い
る

。

こ
う

し

た

「
中

国
」

の

「
四
夷

」

に
対

す

る

階
級

的

差

別

は
、
実

は
周

の
制

度
1

「
礼

」
1

に

沿

う

も

の
で
あ

っ
た

。

注

意

す

べ
き

は
、

「礼

」

の
思

想

が

「
中

国
」

と

「
四
夷

」

と

の
関

係

を

論

ず

る
時

に
お

い

て

も

強
調

さ

れ
た

こ

と

で
あ

る
。

例

え

ば

、

大

臣
富

辰

は

周

嚢

王

が

「
狭
」

を

駆

使

し

て
鄭

国

を

討

伐

す

る

の
を

「
不

祥

」
、

つ
ま
り

神

の
意

志

に
反
す

る
と

し

た

。

晋

景

公

に
よ

る

対

齊

国

戦
争

の
戦

利

品

を
周
定

王

に
献

ぐ

こ
と

は

「
敬

親

泥

、
禁

淫
恩
」

の
た

め

に

拒

絶

さ
れ

た

一
方

、

他

方

で
は
、

「
蟹

夷

戎

狭

」
討

伐

の
正

当

性

は

、

「
螢

夷

戎

秋

」
が

「
不
式

王

命

、

淫

酒

殿
常

」
、

周

の

天
子

の
命

令

に
従

わ

ず

、
「
常

」

1

「
天

下
」

の
秩

序

、

す

な

わ

ち

「
礼

」

1

を

壊

し

た

こ
と

に
あ

る
と

さ
れ

た

の

で

あ

っ
た
。

「
礼

」

に
合

致

す

る
か
否

か

を

価

値

判

断

の
基

準

と
す

る
思
想

は

、

「蟹

夷

戎

狭
」

と

の
戦

争

に
対

す

る

「
中

国

」

側

の
評
価

を

通

じ

て
見

る

こ

と

も

で
き

る
。
「
猴
貌

孔

熾

、

我

是

用
急

」

(
「
猴

貌

は
な

は
だ
盛

ん

に

て
、

ゆ
る

が
せ

な

ら

ぬ

こ

の
時
だ

」
。

小

雅

・
六
月

)
、

「
薄

戎

撮

貌

、

至
於

太

原

」

(「
か
く

て
猿
貌

打

ち

は

ら

い
、

太

原

に
ま

で
お

い
至

る

。
」

小

雅

・
六

月

)
、

「
ま

さ

に
蟹

夷
戎

秋

の

驕

逸

不

慶
な

る
、

こ

こ

に

於

い

て
武

を

致

さ

ん
と
す
」

(「
将

蟹

夷

戎

秋

之
驕

逸

不

慶

、
於
是

乎
致

武

。
」

『国

語
』

周

語

中

)
。

「
蟄
夷

戎
狭

」

に

よ

る

「
中

国
侵

略

」

は

、

古
代

文

献

の
中

に
実

に
多

く
記

録

さ

れ

て

い
る

。

八



古

代

の
遊
牧

民

族

と

狩

猟

民
族

に
と

っ
て

は
、
農

業

民
族

に

対

す

る
略
奪

行

為

が

、

日
常

生
活

を

補

う

必

要

な
手
段

で
あ

っ
た

と
も
考

え

ら

れ

る
。

し
か

し

こ
う

し

た

「
蟹
夷

戎

秋

」

の

「
中

国
侵
略

」

は

、

中

国
人

の

「
戎

狭

射

狼

」

・

「
戎

秋

禽

獣

」

・

「戎

や
狭

は

親

し

み

の
情

が

薄

く

て
欲

が

深

い
」

(
「戎

狭

無
親

而

貧

」
)

と

い
う

民
族

差

別

意

識

を
作

り
出

し

た

。

例
え

ば
、
管

仲

は

齊

の
恒

公

に
、

「
戎

や
狭

は
山

犬

・
狼

で

す

か

ら
、
味

を

し

め

さ
せ

て
は

な

り

ま

せ

ぬ
。

中
国

の
諸

侯

(原

文

は
諸

夏

)

は
親

し

い
も

の

ゆ

え

見

ご

ろ
し

は

で
き

ま

せ

ぬ
」
(節
)
と

教

え

て

い
た
。

ま

た

、
無

終

国

と

い
う

戎

の
国

の
君

主
嘉

父

は

、

孟

楽

を
使

節

と

し

て
魏

荘

子

(緯

)

を

通

じ

て
虎
豹

の
皮

を

晋

悼

公

に
献
ぎ

、

以

て

「
中
国

」

の

強

国

で
あ

る
晋

の
諸

戎

に
対

す
る

「
和

」

を

求

め

よ
う

と

し

た

が

、

し
か

し
そ
れ

に

対

し

、
晋
悼
公

は

「
戎

独

は
親

な

く
し

て
得

ん

こ
と

を
好

む

、

之
を

伐

つ
に

し

か

ず

」

と
さ
え

主
張

し

た

(u
)。

「
中

国

で
軍

を
催

さ

ず
、

蟹
夷

が
気

ま

ま

に

(中

国

に
)

入

り

込

む
」

(
「
中

国

不

振

旅

、
蜜
夷

入

伐

。
」

『左

伝
』
成

公

七

年

)
、

「
戎
秋

是
膚

、

荊

箭
是

懲
」

(
「戎

狭

は

討
伐

さ

れ

る

べ

き

、

荊

野
は
懲

罰

さ

れ

る

べ
き

で
あ

る

。
」

『詩

経

』
魯

頒

・
悶

宮

)
、

「
用
戒
戎

作

、

用

遇

蟹

方
」

(「
以

て
戦
争

を

防
ぎ

、

以

て
蟹
夷

の
国

を

抑

制

す

る
。
」

『詩

経

』

大

雅

・
抑
)

な
ど

の
よ

う

に
、
「
中

国

」

の

「
蟹

夷
戎

秋

」

と

区

別

す

る
意

識
も

こ
れ

に
よ

っ
て
強

ま

り

、
戦

争

を

通

じ

て
蟄

夷

戎
秋

を
懲

罰

す

る
と

の
考

え

方

が

早

く
も

生

ま
れ

て

い

る

。

越
智

重
明

に
よ

れ

ば

、
華

夷

の
区

別

を

文

化

的
面

か
ら

取

り

上

げ

ら

れ
な

い
例

は

、

軍
事
力

が
中

心

と

な

っ
て

い
る

場

合

に

限

ら
れ

る
。

そ

の
と
き

、

い
わ

ゆ

る

「
軍
事

的

劣

勢

に

よ

る
憎

悪

・
仇
敵

視

」

に

よ

っ
て
、

華

夷

の
区

別

は
厳

し

く

、

夷

狭

は
あ

く
ま

で
夷

狭

で
あ

る
と
し

て

理

解

さ

れ
、
夷

秋

の
華

夏
化

を

認

め

る

と

言

っ
た

こ
と

は
想

定

し

が

た

い
と

い
う

(B
。

『詩

経
』

小

雅

・
采

苞

の

「蟹

荊

、

お
前

ら
は
愚

か

な

も

の
だ

な
、

な

ぜ

大

国

を

侵
犯

し

て

そ

の
敵

に
な

る

の
か
」

(
「蚕

爾
蟹

荊

、
大

邦

為

離

」
)
と
言

っ
た

よ

う

に
、

文
化

が
優

れ

た
中

国

の
諸

国

に
と

っ
て
は
、

略

奪

を

目
的

と
す

る
戦

争

は

「
礼
」

か

ら
離

れ

た
愚

か
な
行

為

で

あ

っ
た

。

『
周
礼

』

曲

礼

篇

に
よ

れ

ば

、

「
礼

は

親

疎

関
係

を

決

め
、

疑

い
を

晴

ら

し

、

異

同

を
分

け
、

是

非

を

明

ら
か

に
す

る

根

拠

で
あ

る
。

礼

(
に
順
守

す

る

こ

と
)

は
、

人

の
悪

口
を

言

わ
ず

、
余
計

な
発

言

を
控

え

る

こ
と

で
あ

る

。
身
分

に
相

応

し

く

な

い
こ
と

を

せ

ず

、
他

人
を

侵

一
九



侮

せ

ず

、

軽

ん
じ

な

い

こ
と

で

あ

る
」
(B
)。

か

つ
て

周

の
大

臣
富

辰

は

、

「
狭

は

王
室

に
位

な

く

し

て
、

…
財
狼

の
徳

な

り
」

(「
秋

無

列

於

王

室

、

…

射

狼

之

徳
也

。
」

『国

語
』

周
語

中

)

と

、

人

間

の
徳

を
持

た
な

い
点

で
秋
女

を

周

王

后

に
す

る
こ
と

に
反

対

し

て

い
た
。

孔

子

も

「
夷

秋

の
君

有

る

は
、
諸

夏

の
亡

き

が
如

く

な
ら

ざ

る

な

り

」

(「
夷

狭
之

有

君

、

不

如
諸

夏
之

亡

也

。
」

『
論
語

』

八
脩

)

と

、

秩

序
を

守

ら

な

い
こ

と

で

「
夷

秋

」

を
差

別

し

て

い
た

の

で
あ

る
。

し

か

し

注

目

す

べ
き

は
、

先
秦

時

代

の

「
中

国

人
」

は
民

族
性

の
形
成

が

そ

の
民

族

の
自

然

環

境

と
社

会
環

境

に
関

係

す

る
も

の

で
あ

る

と

認

め

た

こ
と

で
あ

る
。

例

え

ば

、

孔

子

は

「
夷

狭

に
居

り

て
夷

秋

を

行

う

な

り

」

(
「素

夷

秋

、

行

乎

夷
狭

。
」

『大

学
』
)

と

言

い
、

荷

子

は

「楚

に
居

り

て
楚

た
り

、

越

に
居

り

て
越

た
り

、

夏

に
居

り

て
夏

た

り

。

是

れ

天
性

に
あ

ら
ざ

る
な

り

、
積

靡

然

ら

し

む

る
な

り

」
(14
)
と

言

い
、

「
越

戎

絡

の
子

に
於

い
て
、

生

ま

れ

な

が

ら

に

し

て
声

を

同

じ
く

し

、
長

じ

て
俗

を
異

に
す

る
者

は

、
教

え

之

を

し

て

し
か

ら

し

む

る
な

り
」
(15
)、

個

人

の
民

族

的
慣

習

と

生

活

様

式

は

決

し

て

先

天
的

な

も

の

で
は

な

か

っ
た
と

考

え

ら

れ

て

い
た

の

で
あ

っ
た

。

そ

の
た

め

、

「
民

族

的

」

な

素

質

は

不
変

の
も

の

で

は

な
く

、

特

に
螢

夷

戎

秋

の
個

人

と

集

団

は
後

天
的

学

習

を

通

じ

て

「
礼
」
、

つ
ま

り

「
華
夏

」

の
文

化

を

身

に

つ
け

る

こ
と
が

で
き

る

と

い
う

ふ
う

に
考

え

ら

れ

た
。

例

え

ば

孟

子

は

、

「吾

夏

を

以

て
夷

を
変

ず

る
者

を
聞

く
。

未
だ

夷

に
変

ず

る
者

を

聞

か

ざ

る

な

り
。
陳

良

は

楚

の
産

な
り

。
周

公

・
仲

尼

の
道

を

悦

び

、

北

に
来

て
中

国

に
学

ん

だ
」
(61
)
と

、

「
蟄

」

で
あ

る
楚

国

の
陳

良

が

中

国

の
文

化

を

学

ん

で
、

「
夷

」

か

ら

「
夏

」

に

変

身

し

た
例

を

挙

げ

た

。

こ
こ
か

ら

わ
れ

わ

れ

は

ま

た
、

た

と

え

「
蟹
夷

戎
秋

」

で

あ

っ
て

い
た

と

し

て
も

「
中

国
」

の
文

化

を

さ
え

身

に
付

け

れ

ば

、

「
華

夏

」

1

中

国
人
1

と

な

る
と

い
う

よ
う

な

当

時

の
中

国

人

の
考

え

方

を
読

取

る

こ
と

が

で
き

る

。

事

実

上

、

生

活
環

境

の
変

更

と

い
う

客

観

的
基

準

で
は

な

く
、

「
礼

」

と

い
う

文

化

的
基

準

で

「
中

国
」

の
人

か

「
四
夷

」

の
人

か

を

判

断

す

る

傾
向

が
非

常

に
強

か

っ
た

。

『論

語
』

子

筆
篇

に

は

次

の
こ
と

が
記

さ

れ

て

い
る
。

「
孔

子

九
夷

に
居

ら

ん

と

欲

す

。
或

ひ

と

曰

く

、

随

(風

俗

は

良

く

な

い
)

な

り

。

こ

れ

を

い
か

ん

と

。

子

曰

く

:
君

子

之

に
居

ら
ば

、

何

の
随

か

之
有

ら

ん
と
」
(η
)。

ま

た
、

筍

子

は

、

「
体

恭

二
〇



敬

に
し

て
心

忠

信

に
、
術

、

礼

儀

に

し

て
情

、
人

を

愛

せ

ば

、
天

下

に
横

行

し

、

四
夷

に
困

し

む

と

難

ど
も

、
人

貴

ば

ざ

る

な
け

ん
」

(
コ
:
難

困

四
夷

、

人

莫

不

貴
。
」

『
筍

子

』

修

身

)

と
、

「
中

国

」

の
人

は

た
と

え

「
四
夷

」

に
住

ん

で

も

「
礼

」

を

さ
え

失

わ

な

け

れ
ば
、

人

々

に
尊

敬

さ

れ
、

信

任

さ

れ

れ

る
と

述

べ

て

い
た
。
言

い
換

え

れ

ば

、
住

む

場

所

と

関

連

せ
ず
、

「礼

」

が

さ

え
あ

れ
ば

、

す

な

わ

ち

「中

国
」

の
人

で
あ

る
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

一
方

、

「
中

国

」

の
人

は
住

む

場

所

が
変

わ

ら
な

く

て
も

、

「礼

」

を

さ
え

失

え

ば
、

「
四
夷

」

に

な

る
と
考

え

ら

れ

た

。

『
左
伝
』

に
は

次

の

よ
う

な
事

例

も

記

さ

れ

て

い
る

。

「
十

一
月
、
杞

の
成

公

が
亡

く

な

っ
た
。

杞

子

と
書

い
て

あ

る

の
は

(杞

の
成

公

が

)

夷

の
風

に
染

ん

で

い

た

か
ら

で

あ

る

。
名

を

書

か

な

い

の
は

同

盟

し

て

い

な

か

っ
た

た

め

で

あ

る
」
。
(B
)
「
杞

の
恒

公

が
来

朝

し

た

。

夷

の
作

法

を
用

い
た

か

ら

(そ

の
爵

位

を

さ
げ

て
)
、

子

と

書

い
て
あ

る
」

(
「杞

恒

公

来

朝

、
用

夷

礼

、
故

日
子

。
」

僖

公

二

十

七
年
)
。
杞

国

は

本

来

夏

の
王

室

の
末

商

で
あ

っ
た

。

杞

の
成
公

・
恒

公

を

「子

」

と
表

記

す

る

、

つ
ま
り

「
蟹

夷

戎

狭

」

と

し

て
扱

わ

れ

る

理
由

は
、

「
杞

は

夏

の

は
し
く

れ

で
東

夷

に
付

い

て

い
る
」

(「杞

、

夏

余

也

、
而

即

東
夷

。
」
嚢

公

二
十

九
年

)
、

「
中

国

」

の

「
礼

」
を

捨

て

て

「
東
夷

」

の
文

化

を

取

り
入

れ

た

こ
と

に
あ

っ
た

Q

ま

た

、

『左

伝

』

僖
公

二

十

二
年

に
次

の
よ
う

な

こ

と

が
記

述

さ

れ

て

い
る

。

「
は

じ
め
平

王

が

東

(洛
邑

)

に
遷

っ
て
と

き

(紀

元
前

七

七

〇
年

、

こ

の
僖

公

二
+

二
年

か

ら

約

百

三
十

年
前

)
、

辛

有

(と

い
う

周

の
大

夫

)

が
伊

川

(伊

川

、

現
在

の
河
南

省

伊

川

県
)

に

お
も

む

い

て
、
髪

を

振

り

乱

し
野

で
祭

を

や

っ
て

い
る
人

々
を

見

か

け

、

百
年

と

経

ぬ
う

ち

に
、

こ

の
あ

た

り

は
戎

の
住

み
替

え

に

な

ろ
う

そ

。
ま

ず
礼

か

ら
さ

き

に
亡

ん

で
し
ま

う

と

言

っ
た
」
(P
>。
伊

川

は

、

現
在

の
河
南

省

伊

川

県

あ

た
り

で

、

か

つ

て
周

の
中

心

地

域

で
あ

っ
た
が

、
平

王

の

東
遷

以

前

か

ら
す

で
に

「
戎

秋

」

の
文
化

の
影

響

が

あ

っ
た

よ
う

で
あ

る
。

つ
ま

り

、

本

来

「
中

国
」

の
人

で
あ

っ
た
と

し

て
も

、

「
四
夷

」

の
文

化

を

身

に

つ
け

れ
ば

、

「
夷

」

と
見
な

さ

れ

る

。

そ

し

て
本

来

「
夷

」

で
あ

っ
て
も

、

「
中

国
」

の
文

化

を

身

に

つ
け

れ
ば

、

「
中

国

」

の
人

と
見

な

さ

れ

る
。

「
礼

」

の

獲

得

あ

る

い
は

喪

失

に

よ

っ
て

「
中
国

」

と

二

一



「
四

夷
」

の

い
れ

か

わ

り

、

文
明

と
野

蛮

の
転

換

も
あ

り
得

る

と

考

え

ら

れ
た

の
で

あ

っ
た

。

二
二

3

「螢
夷
戎
狭
」

か
ら

「華
夏
」

ヘ
ー

文
化
に
よ
る
民
族
的
膨
張

『大

戴

礼
記

』

王
言

篇

が

孔
子

の
話

と

し

て

「攣

夷
諸

夏

、

衣

冠

が

同

じ
か

ら
ず

、

言

語
合

わ
ず
と

難

も

、

来

り

至

り

て
王

に
朝

観

せ
ざ

る

も

の
な

し
」
(2。
)
と
伝

え

た

よ
う

に
、
周

王

朝

に

と

っ
て
は

、

「
諸

夏

」

と

「
螢
夷

」

を

同

時

に

「
礼

」

の
秩

序

に
取

り

入

れ

る

こ

と

が

必

須

の

こ

と

で
あ

っ
た
。

他

方

、

春

秋

時
代

に
お

い

て
諸

侯

が

覇
業

を

遂

げ

て
天

下

の
覇

主

に

な

っ
た
象

徴

も

、

「
和

戎

狭
」

・

「
正

諸

華

」

(
『国

語
』

晋

語
七

、

『左

伝

』

嚢

公

十

一
年

)
、

「
撫

有

蟹

夷
」

・

「
以

属

諸

夏

」

(「
蟹

夷

を

な

つ
け

る
」

・

「
諸

夏

を

従

え

る

。
」

『左

伝

』

裏

公
十

三
年

)
、

「+位
中

国

而

撫

四
夷

」

(
「中

国

に

臨

ん

で

四
夷

を

撫

せ

ん

。
」

『
孟
子

』

梁

恵

王

章

句

上
』
)
、

「
外

内

成

服

」

(
『左

伝

』

嚢

公

四
年

)
、

「
内

平

外

成
」

(
『左

伝

』

文

公

十

八
年

)

と

さ

れ

、
二

つ
の
側

面

が

あ

っ
た

の
で
あ

っ
た

。

斉

恒

公

を

助

け

て
覇

業

を
遂

げ

さ

せ

た
管

子

の
思
想

は
、

「尊

王

撲

夷

」

と

い
う

ふ

う

に
ま

と

め
ら

れ

た

が

、

し
か

し
管

仲

の

「尊

王
」

は

む

し

ろ
王

室

の
権
威

を

斉

の
覇

業
成

立

に
利

用

す

る
こ
と

で
あ

り

、

管
仲

の

「
擁

夷

」

も

、
決

し

て

「攣

夷

戎

秋

」

を
中

国

か

ら

追

い
払

う

こ

と

で

は
な

か

っ
た

。

「
(齊

恒

公

が
)

葵

弦

・
嬰

・
負

夏

・
領

釜

丘

を
築

き

て
、
以

て
戎

狭

の
地

を

ふ
せ

ぐ

は

、

暴

を
諸

侯

に
禁

ず

る

所

以

な
り

。

五
鹿

・
中

牟

・
蓋

與

・
牡

丘

を
築

き

て
、

以

て
諸
夏

の
地
を

衛

る

は

、

権

を
中

国

に

示

す

所

以

な
り

」
(a
)。

「
兵

一
た
び

出

で

て
、

大

功

十

二

あ

り

。

故

に
東
夷

・
西

戎

・
南
攣

・
北

秋

、

中

国

の
諸

侯

、
賓

服

せ
ざ

る
も

の
な

し

」
(盟
)。

ま

た
、

『左
伝

』

嚢

公

十

一
年

に

よ

れ

ば

、

晋

悼

公
が

「
お
前

の
教

に
従

っ
て
戎

狭

を
和

ら
げ

、
諸

夏

を

導

く

こ
と

が

で
き

た

。

八
年

の
間

に
諸

侯

を

九

度
も

集

め

た

」
牽

と
、

魏

緯

に
感

謝

し
た
と

こ

ろ

に

、

魏

は

「
戎

狭

を

和

ら

げ

た

の
は

国

に

め

ぐ

ま

れ

た
福

で
ご

ざ

る
」

(「
夫

和
戎
秋
、
国
之
福
也
L)
と
返
答
し
た
と

い
う
。
「戎
秋
」
を
自
ら

の
勢
力
範
囲
に
取
り
入
れ
る
こ
と
は
、
天
下
の
覇
業
を
狙
う
諸
侯

の
国
に
と



っ
て
大
切

な

こ
と

で
あ

っ
た

。

「
礼

」

の
秩

序

1

つ
ま
り

「
華

夏

」

が
主

導
す

る

「
天

下

」

の
シ

ス

テ

ム
ー

か

ら

「
蟹
夷

戎

狭

」

を

排

除

し
な

い
原

因

は

、
客

観
的

と

主

観

的

と

い
う

二

つ

の

レ

ベ

ル
で
見

る

こ

と

が

で
き

る

。
客

観

的

な

原
因

か

ら

言

え

ば

、

「
天
下

」

の
主

体

民
族

で
あ

る

「華

夏

」

と

い
う

民
族

も

、

結

局
部
族

連

合

体

社

会

か
ら

初

期

国

家

社

会

へ
と

変
化

し

て

い
く
過

程

で
多

民

族

が

共
同

し

て
形

成

し

た

も

の
で
あ

っ
た

。

夏

の
先

祖

で
あ

る
皐

陶

が
東

夷

で
あ

る

と
考
え

る
学

者

も

い
る
。
藝

ま

た

孟

子

に

よ
れ
ば

、

「
舜

は

…

、
東
夷

の
人

な

り

」
冬

、

司
馬

遷

も

「禺

が

西
莞

地

域

か

ら
起

こ

っ
た

の

で
あ

る
」
(26
>
と

指

摘

し

て

い
る
。

ま

た

、

商

人

の
発

祥

地

に

つ

い
て

は
、
顧

頷

剛

が

「中

国
」

の
東

方

、

現
在

の
山
東

と

河

南

東

部

に
あ

っ
た

と

言

い
葱

、
さ

ら

に

、
李

亜
農

に
よ

れ

ば

そ

れ

は
渤

海

湾

に
近

い
河

北
省

中

南

部

で
あ

り
、

か

つ
て
商

人

は
遊
牧

の
生

産

様

式

を
営

み

、

成

湯

の
時

代

に

「
商

人

は

中

原

に
侵
入

し

、

夏

族

の
人
民

を

奴

隷

の
よ
う

に
扱

っ
た

」

と

い
う

(馨
。

周

人

が
最

初

東

夷

で
あ

っ
た

と

の
説

も

八
十
年

代

に

一
時

現

れ
た

葱

が

、

周

人

は
本

来

西
莞

で
あ

っ
て
、
周

原

に
移

住

し

て
か
ら
華

夏

族

の
文

化

を
受

け

始

め
、

「
華

夏

化

」

を
始

め

た
と

い
う

学

界

の
共

通

の
認

識

が

以

前

か

ら
あ

っ
た

(30
)。

か

つ
て
孟

子

も

「
(周

)
文

王

は

、

…

西
夷

の
人

な

り

㌧
31
)
と

指
摘

し

て

い
た

。

中

国

の
初

期

国

家
社

会

に
お

い

て
、

「
中

原
」

の
出

身

で

な

け

れ
ば

す

な

わ

ち

「蟹

夷

戎
独

」

で

あ

る
と

い
う

考

え

方

が

あ

っ
た

の
は

間

違

い
な

い
。

し

か

し

「
中

原
」

の
出
身

と

は
単

純

に
地
理

的

側

面

で
強

調

さ

れ

た

も

の
で
は

な
く

、

黄

河

中
流

地
域

の
黄

土

地

帯

で
農
業
文

化

1

「
華
夏

文

明

」
1

を

営

む
人

々

の

こ
と

を

指

し

て

い
る

の

で

あ

っ
た

。
狩

猟

文

化

と

遊
牧
文

化

に
比

べ
、
農

業
文

化

は

安

定

し

た
生
産

生
活

様

式

で
あ

り

、

し

か

も

こ

の
黄

土

地

帯

は

粘

土
質

の
低

い
地

域

で

あ
り

、
も

っ
と

も

農
産

業
を

し
や

す

い
地
域

で
あ

っ
た

(32
)。

『左

伝
』

に
は

、

紀

元
前

五

一
三

年

に
晋

頃
公

は

「
晋

の
う

ち
す

べ
て

に
割

り

つ
け

て

一
鼓

の
鉄

を

出

さ
せ
、

刑

法

を

彫

り

つ
け

る
鼎

を
鋳

て
、
範

宣
子

が
作

っ
た
刑

法

の
文

を

み
な

に
知

ら

せ
た

」

と

い
う

記
載

が
あ

っ
た

(
。左
伝
』

昭
公

二

九

年

)
。

ヨ

ー

ロ

ッ
パ

よ

り
千
九

百
年

以

上

も
早

い
と

さ

れ

た

中

国

の
製

鉄

術

も

、

大
体

こ
の
頃

か

ら

は

じ
ま

っ
た

の

で

あ

っ
た
。

石
器

時

代

と

青
銅

器
時

代

な

ど

生

産
力

の
低

い
初
期

二
三



の
人

類

社

会

に
と

っ
て
見

れ

ば

、

「
中
原

」

は

い
か

に
魅

力

の
溢

れ

る

地

域

で
あ

っ
た

か

は

容

易

に
想
像

さ

れ

る
。

夏

族

、

商

族

、
周

族

の
発

祥

地

は

い
ず

れ

も

中

原

で
は
な

か

っ
た

。

「
蟹

夷

戎

狭
」

で

あ

っ
た

彼

ら

が
中

原

を

目

指

し
た

理
由

も

、

黄

土

地

帯

で

農

業

を

営

む

こ
と

に

こ
だ

わ

っ
て

い
た

こ
と

に
あ

っ
た
と
考

え

ら

れ

る
。

そ

し

て
そ

の
移

住

に
伴

っ
て

こ
れ

ら

の
民
族

は
自

ら

の
伝

統

文

化

を

「
中

原

」

の
農
業

文

化

に
切

り
替

え

る

こ
と

に
成

功

し
、

「蟹

夷

戎

狭

」

か
ら

「華

夏

」

へ
と

変
身

し

た

の

で

あ

っ
た
。

春

秋

時

代

に
な

っ
て
か

ら

「蟹

夷

戎

狭

」

の
中

国

進

出
は

一
層

激

し

く

な

っ
た
。

と

く

に

戦
争

が
多

発

し

て

い
た

。

『左
伝

』

に
よ

れ
ば

、

戎

狭

の
侵

入

に
よ

っ
て
周

の
王

室

の
安

全

ま

で
脅

か

さ

れ

た
こ
と

は

、

魯

僖

公

の
時

代

(前

六

五
九

年

ー
前

六

二

七

年

)

に
だ

け

で
も

三
回

以

上

あ

っ
た

。

僖

公
十

三
年

の

「
秋

、
戎

が

周

に
あ

だ

を

す

る

の
で
、

諸

侯

は
守

備

の
た

め

の

軍

を
周

に
出
し

た

」

(「
秋

、
為

戎

難

故

、

諸

侯

戌

周

」
)
。

僖

公

十

六
年

の

「
天

王

が
戎

に
は

困

る

と

齊

に
頼

ん
だ

の

で
、

齊

侯

は
諸
侯

か

ら

(兵

を
)

召

し

て
周

を

守

ら

せ

た
」

(
「
王

以

戎

難

告

於

齊

、

齊

徴

諸

侯
而
戊

周

」
)
、

僖

公

二
十

四
年

の

「
秋

、
頽

叔

・
桃

子

が
大

叔

を
守

り

秋

の
軍

を

ひ
き

い
周

を
伐

ち

、

大

い
に
周

の
軍

を
敗

っ

た

」

(「
頽

叔

、

桃
子
奉

大

叔

以

秋
伐

周

、

大

敗

周

師

」
)
と

は
、

す

べ

て
そ

れ

で
あ

っ
た

。

そ

し

て

、
周

王
朝

の

「
礼

崩

楽

壊
」

に
よ

り

、

一
部

の
諸

侯

は
覇

業

を
成

す

た

め

に

「
蟹

夷

戎
狭

」

を

「
中

国

」

に
引
き

込

む

こ
と

さ
え

し

た

。

例

え

ば

周

裏
王
十

三
年

(紀

元
前

六

一二
九

年

)

に
晋

国
と
秦

国

は
相

談

し

て
、
陸

渾

地

方

(瓜

州

)

の
允

姓

の
戎

を
伊

川

の
周

辺

に
移

し

た

。

こ

の
よ
う

な
こ

と

に
対

し

て
周

景
王

は

、

「
戎

が
中

国

に
地

を

得

た

の
は
、

誰

の
せ

い

で

あ

ろ
う

か
?

(周

の
祖

先

で
あ

る

)

后

稜

が
天

下

に
境

を

つ
け

、

そ

の
中

に

五
穀

を

植

え

ふ

や

さ

れ

た

の

に
、
今

は

そ

こ

で
戎

が

の
さ

ば

っ
て

い
る
。

そ

れ

で

は

困

る

で
は

な

い
か

」
(33
)
と

、

痛

烈

に
批

判

し
た

の

で
あ

っ
た
。

「
螢

夷

戎

狭

」

の
女

性

を

嬰

る

こ
と
を

通

じ

て

「
蟹

夷
戎

秋
」

を

味

方

に
す

る
手

法

が

よ

く

使

わ

れ
た

。
晋

の
献

公

は

、

「戎

の
娘

ふ

た
り

を

嬰

っ
て

、

そ

の

一
人
大

戎

は

の
狐
姫

は
公

子

重

耳

を

、

も
う

一
人

小

戎

の
娘

に
よ
り

夷

吾

を

生

ん
だ

。
そ

の
後

、
巫
日
が
駿
戎

を

伐

っ
て
敗

っ

た

と

き

に

騒
戎

の
君

が
そ

の
娘

を
贈

っ
た

」
(鈎
)。
重

耳

は
後

の
有

名

な

晋

文

公

で
あ
り

、

か

つ
て
彼

は
驕
姫

の
迫

害

を
受

け

て
亡

命

し

、
十

二

二
四



年
間

も
暮

ら

し

て

い
た

「秋

」

で

秋

の
女
季

院
を

妻

に

し

た

こ
と
も

あ

っ
た

(
『左

伝

』
僖

公

二
十

三

年

)
。

「
婚

姻

を

以

て

(相

手
を

)

大

事

に
す

る

こ
と

を

示

し
、

盟

約
宣

誓

を

以

て

(相

手

に
)
意

志

を

表

明

す
る
」

(
「重

之

以

婚
姻

、
申

之

以

盟

誓

。
」

『
国

語

』

魯

語

上

)
。
春

秋

時

代

に
相

手

の
国

を

味

方

に
す

る
方

法

は

「婚

姻

」

の
他

に

、

「
会

盟

」
が
あ

っ
た

。

「
諸
侯

国

の
間

に
不

信

任

が
あ

れ

ば

盟

を

行

い
、

そ

れ

か

ら

諸

侯

は
会

合

す

る

(「
国

有
疑

則

盟

、

諸

侯

再
相

与
会

。
」

『周

礼
』
)
、

「
(諸

侯

は

)
事

が
あ

っ
た

時

に
会

合

を
も

よ

お

し

、

か

っ
て
な

こ

と

を

す

る
国

が
あ

れ

ば

、

(
こ
れ

を
抑

え

る

た

め

諸
侯

が
)

盟

う

」

(
「有

事
而

会

、

不

協

而

盟

。」

『左

伝

』

昭

公

三
年

)
。

「
会

」

と

「
盟

」

と

は
違

う

も

の

で
あ

っ
た
。

「会

」

は

単

な

る
諸
侯

間

の
会

合

の
意

味

に
過

ぎ

な

い
が
、

「
盟

」

は

「犠

牲

の
血

を

す

す

り

、

神

に
誓

う

」

(
「
殺
牲

猷

血
、

誓

於

神

也

」
)

こ
と

で
あ

っ
た

。

そ
れ

は

天

子

あ

る

い
は
天
子

の
代

表

の
前

で
行

わ

れ

た

牛

の
左
耳

を
切

り

、

玉

の
瓶

で
収

容

し

た
血

で
盟

約

の
内

容

を

書

い
て
各

国

が

署

名

し
、

そ

し

て
盟

約

者

は

み
な
犠
牲

の

血

を

畷

っ
て
盟

約

書

を

読

み
上
げ

、

最
後

に

残

っ
た

血

と

盟

約

書

を

一
緒

に

埋

め

る
な

ど

の

一
連

の
厳

粛

な
儀

式

を
通

じ

て

盟
友

関
係

を
結

ぶ

こ
と

で
あ

っ
た

(35
)。

「
盟

」

は

、

「
同

一
の
血
を

体

内

に

入

れ
る
事

に

よ

っ
て
同

胞

意
識

を

起

こ

さ

せ

る
」
と

い
う

意

味

で
あ

っ
た

(36
)。

そ

の
た

め
、
本

来

「
蟹

夷
戎

秋

」

を

会

盟

の
相
手

と

し

な

い

こ
と

が
推
測

さ

れ

る

(遡
。
紀

元
前

五

五

九

年

、
瓜

州
地

方

(今

の
敦
煙

)

の
諸

戎

の
首
領

駒
支

は

、

「
私

ど
も

は

食

べ
物

、
着

物
も
華

夏

と

ち

が

い
、
礼
儀

の
品

の
や

り
取

り
も

せ

ず

、

言

葉
を

か
わ

そ

う

に
も

通

じ
ま

せ

ん

。

罪

の
犯

し

よ
う

も

な

い

の
で
す

。

会

合

に
出

し

て

い
た

だ

け
な

く

て
も

、
少

し

も

う

し

ろ
暗

い
こ

と

は

あ

り
ま

せ

ぬ
」
(38
)
と

述

べ
て

い
た

。

し

か
し

実

際

に
は

、
「
蟹

夷

戎

狭

」

と

会
盟

す

る
例

が

多

く

存
在

す

る
。

『左

伝

』

隠
公

二

年

の
魯

と
戎
と

の
盟

、

『
左

伝

』
恒

公

二
年

の
魯

と
戎
と

の
盟

、

『左

伝
』

僖

公

二
十

年

の
齊
と

狭
と

の
盟

、

『
左
伝

』
僖

公

三

十

二
年

の
衛

と

秋

と

の
盟

な
ど

は

そ

の
例

に
な

る
。

「
中

国

」

の

諸
侯

は

、

会

盟

を
通

じ

て

「
螢

夷

戎

狭

」

の
侵

入
を

防

ぐ

目

的

が
あ

っ
た

一
方

、

も
う

一
方

で

は

、

そ
れ
を
味

方

に

し

て
、

一
旦
有
事

の
時

そ

の
軍
事

力

が
借

り

ら
れ

る
と

い
う

思

惑

が
あ

っ
た

に
違

い
な

い
。

二
五



事

実

上

周

の
天

子

が

「蟹

夷

戎

狭
」

を

利

用

し

た

こ
と

も

あ

っ
た

。

「
王

、
秋

人

を

徳

と

し
、

ま

さ

に

其

の
娘

を
以

て
后

と

な

さ

ん
と

す

」
(39
)。
周

の
嚢

王

が
大

臣

の
反

対
を

押

し

切

っ
て
、

秋
女
を

王

后

に
し

た
目
的

は

、

鄭

国

を
討

伐
す

る
こ

と

に
あ

っ
た
。

結

婚

・
戦
争

を
含

む

様

々
な
人
的

流

動

を

通

じ

て
、
諸
侯

国

の

「
匡

有

戎

秋
」

(
『
左

伝

』

昭
公

+

五
年

)

ー

領

内

に
戎

秋

が

い
る
ー

と

言

っ

た

現

象

は
、
春

秋
時

代

に

な

っ
て

一
般

的

な

現

象

と

な

っ
た
。

例

え

ば

、

「
(衛

の
荘

公

が

)

城

に
登

っ
て
見

わ

た

す

と

、
戎

の
人

の
町

が

見
え

た

。

公

は
、

わ
し

は
姫

姓

で
あ

る
。
戎

が

い

て
ど

う

す

る
の
だ

と

言

い
」
(40
>、
戎

の
町

を

取

り
壊

し

て
し
ま

っ
た

と

い
う
。

夏

、

商

と

西
周
時

代

に
、

「蟹

夷

戎
秋

」

が

華

夏

と

な

る
の

は
、

大

体

こ
う

し
た

「
蟹

夷

戎

秋
」

の
中

原

進

出

と

農
業

文

化

の
受

け

入

れ
を

通

じ

て
実

現

す

る
も

の

で
あ

っ
た

。
と

こ

ろ

が

、
大

体

周
平

王

の
東

遷

の
前

後

か

ら

、

生

産

手

段

が
進

歩

す

る

に

つ
れ

て
、

「
中

国

」

の
周

辺

地

域

、

特

に
南
方

の

「
蟹

夷

」

地
帯

に
お

け

る

農
業

開

発
も

進

ん

で

、

「
中

国
」

の
文

化

の
影

響
を
受

け

て

「
蟹

夷

戎

狭
」

自

ら

に

よ

る
華

夏

化

と

い
う

新

し

い
パ

タ

ー

ン
が
誕
生

し

、

「
蟹

夷

戎

狭
」

の
地
域

も

中

原

化

し
始

め
た

。

『詩

経

』

と

『尚

書

』

に
出

て
来

た

周

の
天

子

に
よ

っ
て
諸
侯

に
封

じ

ら
れ
な

か

っ
た

数

多

く

の
異
民

族

の

集

団

は
、

春
秋

時

代

の
歴
史

を

記

述

し

た

『左

伝
』

と

『国

語

』

で
は

、
大

体

そ

の
生
産

の
様
式

と

居

住

の
方
位

に
基

づ

い
て
そ

れ
ぞ

れ
蟹

・
夷

・
戎

・
秋

の
枠

に

整

理

さ
れ

た

。

例

え

ば

、
「
戎

」

は

「
山

戎
」

(荘

公

三

十

年

)
、
「
犬
戎

」

(
閾

公

二
年

)
、
「
北

戎

」

(僖

公

十
年

)
、

「
陰

戎

」

(
昭
公

九
年

)

に
、

「
狭

」
は

「
赤

秋

」

(
『左

伝
』

宣

公

六
年

)

と

「白

狭

」

(
『左

伝
』
僖

公

三

十

三
年

)

な
ど

に
分

け

ら

れ
た

。
し

か

し
楚

国

・
呉
国

・
越

国

が

例

外
視

さ

れ

た

。

例

え
ば

、

『
国

語

・
齊

語
』

に
は
齊

恒

公

が

覇
業
を

成
す

た

め

、

「
四
夷
」
ー

東

南

の
莱

・
徐

夷

・
呉

・
越

、

南

の
楚

、
北

の
山

戎

、
西

の
白

狭

1

を

征
伐

し

た

と

記

さ

れ
た

が
、

「
楚

」

も

「
呉
」
も

「
越

」

も

、

そ

の
後

ろ

に

「攣

・
夷

・
戎

・
狭

」

が

特

別

に
付

け

ら

れ

な

か

っ

た

。と

こ

ろ
が
楚

も
呉

も

越

も

、

本
来

「蟹

夷

」

で
あ

っ
た
。

『荷

子

』

正

論

篇
に

よ
れ

ば

、

「
彼

の
楚

越
な

る
者

は

、

ま

さ
に
時

享

歳

貢

終

王

の

属

な

り

」

(
「彼

楚

・
越
者

、

且

時
享

歳

貢

終

王

之

属
也

」
)

と

な

る

。

つ
ま

り

「
日

祭

」

の

「
内
服

」
と

「
月

祀

」

の

「
外

服

」

1

「
中

国
」

二

⊥
ハ



の
諸
侯

1

と

違

っ
て
、
楚

国

と

越

国

は

時

享

(賓

服
)

・
歳

貢

(要

服
)

・
終

王

(荒

服

)

の
類

に

入

る

「
四
夷

」

で
あ

っ
た
。

と

こ
ろ

が

、

楚

・
呉

・
越

は

「
中

国

」

の
諸
侯

の
国

の
よ

う

に
中
央

王

朝

の

「
封

建
」

に

よ

っ

て

で
き

た

の

で

は

な
く

、

自

ら
発

生

し

た

「国

」

に
も

か

か

わ

ら
ず

、

大

国

化

し

、

そ

し

て
中

原

諸

国

と
接

触

し

て

「
華

夏

」

の
文

化

を

取

り

入

れ

、

「
中

国

」

の
政

治

世

界

に
参

加

し
、

「
春

秋

五

覇

」

(
の

一
員

)

と

ま

で
称

さ

れ
、

「
中

国

」

の
国
と

し

て
認

め

ら

れ

る

よ
う

に
な

っ
た

。

『左

伝
』

と

『
国

語
』

が
楚

国

を

他

の

「蟹

夷
」

と
区

別

す

る
理
由

は
、

ま

さ

に
春
秋

時

代

に

お

け

る
楚

・
呉

・
越

の
華

夏

化

に
あ

っ
た

と

思

わ

れ
る
。

『左
伝

』

恒

公

二
年

に

「
藝

候

・
鄭

伯

が
都

で
会
合

し

た

の
は
、

楚

が
気

に

か

か

り
始

め

た

か

ら

で
あ

る
」

(「
察

候

、

鄭

伯
会

於
郡

、
始

催

楚
也

」
)

と

い
う

記

述

が
あ

っ
た

。

中

原

諸

国

に
と

っ
て

の

「
楚

患
」

が
実

に

こ

の
頃

(紀

元
前

七

一
〇
年

)

か

ら
始

ま

っ
た
。

し
か

し
紀

元

前
七

〇

六
年

、

楚

国

は
姫

姓

の
随

国

を

通

じ

て
周

の
恒

王

に
爵

位

を

求

め

た

が
拒

絶

さ

れ
た

。
紀

元

前

六

〇
七

年

、

「
楚

子

が
陸

渾
地

方

の
戎

を
伐

ち

、

つ

い
で

に
洛

水

の

ほ
と

り

ま

で
足

を
延

ば

し

、
周

の
国
境

あ

た

り

で

観

兵

の
式

を

や

っ
た

。

周

の
定
王

は
王

孫

満

を
使

節
と

し

て
、

楚
子

を

ね
ぎ

ら

わ

せ

た
。

そ

の
お

り

、

楚
子

が
周

の

(王

位

継

承

の
宝

器

で

あ

る

)

鼎

の
大
き

さ

や

重

さ
を

尋

ね

た

。

満

は

答
え

た
、

大

き

さ

や
重

さ
は

持

つ
人

に
徳

に
よ

っ
て
決

ま

る

の
で
、

鼎

に

備

わ

る

の

で
あ

り

ま

せ

ん
」
(包
。

「
楚

子

」

と

い
う
言

い
方

が
端

的

に
示

す
よ

う

に
、

当
時

の

「中

国
」

に

と

っ
て

、
楚

は

な

お

「
礼
」

を

知

ら

ず

、

「
徳

」
を

も

た

な

い

「
蟹

夷
」

に
過

ぎ

な

か

っ
た

の

で
あ

っ
た

。

と

こ
ろ

が

、
晋

定

公

(紀

元
前

五

}

一
～

四
七

五
年

)

の
時

、
楚

の
大

臣

王

孫

園

は
晋

国
を

訪

問

し

、
楚

国

の
有

名

な

玉

に

つ
い
て
晋

国

の

趙
簡

子

に
聞

か

れ

た
と

き

、

「
若

し

そ

れ
嘩

器

の
美

は
、

楚

は
螢

夷

と

難

も

、

宝

と

す

る
能

は
ず

」

(
「
若
夫

嘩

器

之

美

、

楚

錐
蟹

夷
、

不

能

宝

之

。
」

『
国

語
』

楚

語

下
)

と
答

え

た

と

い
う
。

つ
ま

り

楚

国

は

口

の
上

で
は

「
攣

夷

」

と
自
称

し

て

い
て
も
、

心

の
中

に
す

で

に
自

ら

が

「
中

国

」

で
あ

る
と

い
う

高

い
プ

ラ

イ

ド

が

で
き

た

の

で
あ

っ
た

。

そ

し

て
紀

元

前

五

六

〇
年

に
楚

恭

王

が
病

気

に
な

っ
た

際

、

「赫

赫

た

る
楚

国

に
し

て
、

こ

れ

に
君

臨

し
、

南

海

を

撫

征

し

て
、

お

し
え

は

諸

夏

に
及

べ
り

、

其

の
寵

大

な

り

」
(42
)
と

、
大

臣

に
讃

え

ら

れ
た

と

い
う

。

楚

国

は
す

で

に
立

派

な

「
華

夏

」

の
国

で
あ

っ
た
。
紀

元

前

五

四
七
年

に
な

っ
て
十

三

の
国

は
宋

国

に

お

い
て
会

盟

し

、

盟

主

の
地
位

を
巡

っ
て

二
七



晋
国
と
楚
国
は
争

っ
た
が
、
結
局
楚
は
盟
主
と
な

っ
た

(『左
伝
』
嚢
公
二
六
年
)
。

楚

国
に
続

い
て

「蟹
夷
」
か
ら
大
国
化
し
た
の
は
呉
国
で
あ
る
。
紀
元
前
五
八
四
年
、
「南
蟹
の
楚
に
付
い
て
い
た
も

の
を
、
呉
が
み
な
取

り
込
ん
で
大
き
な
国
に
な
り
は
じ
め
、
上
国
と
交
わ
る
よ
う
に
な

っ
た
」
(姶
)。
「上
国
」
と
は

「中
国
」
の
諸
侯
国
で
あ
り
、
諸
夏

の
国
々
に

通
ず

る
こ
と
は
呉
の
華
夏
化
過
程
の
始
ま
り
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
紀
元
前
四
八
二
年
に
、
呉
の
国
王
夫
差
は
晋
定
公

・

魯
哀

公

・
単
平
公
と
黄
池
で
会
盟
し
た
際
、
晋
国
と
だ
れ
が
先
に
血
を
す
す
る
こ
と
、

つ
ま
り
だ
れ
が
盟
主
に
な
る
か
を
巡

っ
て
争

い
、
「周

と

の
間
柄
で
言
う
と
、
こ
ち
ら
は
長
男
の
す
じ
で
す
」
と
言
い
張
り
、
自
分
こ
そ
正
統
な

「華
夏
」
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
た

(『左
伝
』
哀

公
十

三
年
)
。

紀
元
前
四
七
五
年
、
越
国
王
勾
践
は
呉
国
を
討
伐
し
た
。
そ
こ
で
晋
国
の
人
は

「呉
が
上
国
を
侵
し
た
り
、
つ
け
こ
ん
だ
り
致
し
た
こ
と
は

度
々

で
ご
ざ

い
ま
し
た
。
こ
の
度
、
越
の
君
が
お
ん
み
ず
か
ら
呉
を
伐
ち
な
さ
る
と
承
り
、
諸
夏
の
諸
侯
、
悦
ば

ぬ
奴
は
ご
ざ

い
ま
せ

ん
」
(色

と
、
越
国
を
諸
夏
の
国
の
味
方
と
し
た
。
紀
元
前
四
七
三
年
に
越
国
は
呉
国
を
滅
ぼ
し
、
越
の
国
王
勾
践
は
周
の
元
王
に
よ

っ
て
伯
爵

に
封
じ
ら
れ
、
「中
国
」
の
諸
侯
と
し
て
正
式

に
認
め
ら
れ
た
。

「
螢
夷
戎
秋
の
中
原
進
出

」
に
せ
よ
、
「蟹
夷
戎
狭
地
域
の
中
原
化
」
に
せ
よ
、
「中
国
」
周
辺
の
人
々
を

「蜜
夷
戎
秋
」
か
ら

「華
夏
」
に

変
身

さ
せ
た
こ
の
二
つ
の
方
法
の
背
景
に
は
、
い
ず
れ
も
優
れ
た
華
夏
文
明
の
陰
が
あ

っ
た
。
「中
原
」
の
文
化
的
広
が
り
は
、
事
実
上
文
化

的
力

に
よ
る
民
族
的
膨
張
で
あ

っ
た
。
し
か
し
華
夏
族
の
膨
張
は
、
華
夏
族
自
身
に
よ
る
他
民
族
に
対
す
る
強
制
的
同
化

で
は
な
く
、
む
し
ろ

被
同
化
民
族
の
自
動
的

「帰
化
」
を
通
じ
て
実
現
し
た
の
で
あ
っ
た
。

二
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4

「天
」

の

「徳
」
1
多
民
族
国
家
生
成
の
礎

「礼

」

の
秩
序

か

ら

「螢

夷
戎

狭

」

を

排

除

し

な

い
と

の
主

観

的
な

理
由

は

、

「
天

下
」

支
配

に

お

け

る

「徳

治

主

義

」

と

い
う
普

遍

的

な

統

治
倫

理

が
存

在

す

る

こ
と

で
あ

っ
た

。

中

国

の
初
期

国

家

社

会

は
部

族

連
合

体

社

会

の
基
礎

の
上

に

で
き

た
社

会

で
あ

る
。

部

族
連

合

体

社

会

の
特
徴

は

、

「
酋

長

が

真

の
実

権

を

有

し

」
、

「
酋
長

が

そ

の
命

令

に
従

う
役

人

を

有

し

、
比
較

的

に

正
式

な
政
治

機

構

が
構

成

さ
れ
」
、

「
酋

長

お

よ
び

そ

の
部

下

の
役

人

が
特

権

を

有

し

」
、

「
酋
長

の

地

位

が
ま

す

ま
す

永

久

的

に
な

る
」

な

ど

で
あ

っ
た

と
さ

れ

て

い

る

(鍾
。

つ
ま

り

、

部
族

連

合

体

社

会

に
お

い
て

は
す

で

に
絶

対
的
権

威

が

求

め

ら

れ
始
め

た

の

で
あ

る
。

国
家

が
樹

立

さ

れ

て
か

ら
、

そ

れ

以

上

の
絶
対

的

な

権

威

が
必
要

と

な

り

、

そ

れ

に
応

じ

て

「
天

」

と

い
う
抽

象

的

な
概

念

が
作

り

上

げ

ら
れ

、
支
配

の
正

統

性

は

「
天
」

の
意

志
ー

天

命
1

に
求

め

ら

れ

る
よ
う

に

な

っ
た

の
で
あ

っ
た

。

天

子

は
天
上

の
帝

の
意

志

を
地

上

の
人

間

に
伝
え

る
仲

介

者

と

し

て
、

天

か

ら

の
命

を
受

け

て

「
天

下

」

を
預

か

っ
て

い

る
た

め
、

天

の
徳

を

以

て
天
下

を
管

理

し

な
け

れ
ば

な

ら

な

い
。

「
皇
天

は

既

に
中

国

の
民

お

よ

び

そ

の
彊

土

を
先

王

に

付

す

て
、

い
ま

王

こ

れ
徳

用

て
先

後

の

迷

民

を

和
澤

し

て
、

以

て
先

王

の
受

命

を

終

へ
ん
」
(蓼
。

「
こ

こ

に
お

い
て
ま

た

惟

れ

天
若

の
元

徳

、

永

く
王

家

よ
り

失

せ

ざ

ら

ん
」

(「
惟

天

若

元

徳

、
永
不

忘

在

王

家

。
」

『尚

書

』

酒

詰

)
。

「
天
」

は

、

実

に

「
徳
」

の
源

で
あ

っ
た

。

「
天

」

の
性

格

に

つ

い
て
は

、

『礼

記

』

は
次

の
よ
う

に
記

し

て

い
る
。

「
子

夏

曰

く

、
敢

て
問

ふ

、

何

を

三
無

私

と

謂

ふ
と

。

孔
子

曰

く

:

天

は
私

覆

な
く

、

地

は

私

載

な
く

、

日

月

は

私

照

な
し

」
(琶
。

「
公

曰

く
、

敢

て

問

ふ
、

君

子
は

何

ぞ

天

道

を
貴

ぶ
か

と

。

孔

子

対

へ
て
曰

く

、

其

の

や
ま
ざ

る
を

貴

ぶ
」
奪

。

つ
ま

り

、

「
天

」

は
時

間

的

に
も

空

間

的

に
も

一
切

の
制

限
を
受

け

な

い
存

在

で
あ

っ
た

。

『
詩

経
』

の

「
天
命

匪

解

」

(「
天
命

は

ゆ

る

ぎ

な
く

。
」

周

頒

・
恒

)

と

は

す

な

わ

ち

そ

れ

で
あ

っ
た

。

そ

の
意

味

で
、

孔

子

が

「
畏

天

命

」

(
「
天

命

を

畏

れ

。
」

『論

語

』
季

氏
)

と

言

い
、

「
天
命

」

は

実

に
恐

る

べ
き
も

の

で
も

あ

っ
た

。

二
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王
朝

の
正

統

性

は

天
命

の
あ

る

こ
と

に
よ

っ
て
証

明

さ

れ
る

一
方

、
も

う

一
方

で
は

王
朝

の
交

替

、

と
り
あ

え

ず

夏

か

ら
商

へ
、

そ

し

て
商

か

ら
周

へ
の
王
朝

交

替

は
、

み

な

天

命

-

天

の
意

志

1

の

下

に
起

こ

っ
た

こ
と

で
あ

る
と

解

釈

さ

れ

た

。
「
有

夏

罪

多

し

、
天

命

じ

て

こ

れ
を

蛾

さ

し

む

」

(
「有

夏

多
罪

、

天

命

殖

之

。
」

『尚

書

』

湯

誓

)
。

統
治

者

の
交

替

は

天
命

に

よ

る

も

の

で
あ

り
、

そ

れ

は

天

下
を

他

の
統

治

者

に

預

け

る

こ
と

で
あ

る

。

『尚

書

』

湯

誓

篇

は
商

の
先

祖

成

湯

が

夏
桀

を
討

伐

す

る
出
陣
式

で

の
宣

誓

と
さ

れ

て

い
る

。

そ

の
中

で
成

湯

は

、

「
夏
氏

罪
あ

り

、

わ

れ

上
帝

を

畏

る

。
敢

え

て
正

さ

ず

ん

ば

あ

ら

ず
」

(
「夏

氏

有

罪

、
予
畏

上

帝

、

不

敢

不

正
」
)

と

自

ら

の
正
統

性

を

主

張

し

た

の

で
あ

っ
た

。

王

朝

が
股

商

か

ら
周

に
変
わ

っ
た

こ
と

も

天

命

の
変

化

に
よ

る
も

の
と

さ

れ

た

。

「商

の
罪
貫

盈

し

、

天
命

じ

て

こ
れ

を

謙

す
」

(「
商

罪

貫

盈

、

天
命

謙

之

。
」

『
尚
書

』
泰

誓

)
。

「
敢

え

て

つ

つ
し

み

て
天

子

に
告

ぐ
。

皇

天

大

邦

股

の
命

を

改

め

る
」

(「敢

敬

告

天

子

、
皇

典

変

大

邦

股

之

命

。
」

『尚

書

』

顧
命

)
。

し
か

し

天

が
そ

の
命
を

変
え

る

こ

と

は

、
支

配

者

が

「
徳

」
を
失

っ
た

と

き

に
限

ら
れ

た

。

こ

れ

が

い
わ
ゆ

る

「
革

命

」

の
理
論

の
神

髄

で

あ

っ
た

。

夏

か

ら
股
商

に
変

わ

る

「
成

湯

革
命

」

も

、
商

か

ら
周

に
変

わ

る

「
股

周
革

命
」

も

そ
う

で
あ

っ
た

。

「
夏

よ
く

帝
を

も

ち

い
ず

、

大

い
に
淫

侠

し

て
辞

有
り

し

か

ば

、
惟

れ

こ
れ

を

天

念

聞

す

る
な

く
、

厭

れ

惟

れ
元
命

を

慶

し

、

罰

を

降
致

し

、

す

な

わ

ち
爾

の
先

祖

成

湯

に

夏

を

革

め

、

民

を

お

し
え

四
方

を

お

さ

め

ん

こ
と

を

命

ぜ

り

。
成

湯

よ

り
帝

乙

に
至

る
ま

で

、

徳

を
明

め
祀

を
慎

し
ま

ざ

る
な

し
」
(94
)。

「
(成

湯

か

ら

)

帝

乙

に
至

る
ま

で
、
徳

を

明

め
罰

を
慎

ま
ざ

る

な

く
、
亦

よ

く

用

て
務

め
た
り

」

(
「
以

至

於

帝
乙

、
岡

不

明

徳

慎
罰

、
亦

克

用

勧

。
」

『尚

書
』

多

方

)
。

こ
こ

で
注

意

す

べ
き

は

、

「
明

徳

」

(「
徳

を

明

め

る

」
)

が

「
天
」

の
奨

励

す

る
支

配
者

の
道

徳

と

し

て
、

「
王

」

の
支

配
正

統

性

の
証

し

と

し

て
繰

り

返

し

て
強
調

さ

れ

た

こ

と

で
あ

っ
た

。

「
文

王

は

、
徳

を
明

め
罰

を

慎

し

ん

で
行

い
、

…

天

は
大

い
に
文

王

に
、

天
帝

が
喜

び

、

戎

股

を

倒

し

そ

し

て
天
命

を

受

け

る

よ
う

に

と
命

ぜ

ら

れ

た

の
だ
」
(50
)。

「
我

が

周

王

は
善

く

旅

(
の
戒

め
)

に
順

い
、

よ
く

徳

を
行

う

こ

と

が

三
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で
き

た

。
さ

れ
ば

天

を

慎

み
祀

る

こ
と

を

つ
か

さ
ど

る

こ
と

に
な

り

、

天
は

わ

が

周

に
美

事

を
勅

し
教

え

、

大

い
に
股

(
に
与

え

て

い
た

)
命

を

(代

え

て
わ
が

周

に
)

与
え

、
汝

ら
多

く

の
国

々
を
統

べ
さ

せ
ら

れ

た

の
だ

L
(阻
)。

こ
う

し
た

「
徳

治

主

義

」

は

、
春

秋

時

代

と

戦
国
時

代

の
支

配

的

思
想

で
あ

っ
た

。

例

え

ば
、
孔

子

は

「
大
学

の
道

は

、

明

徳

を
明

ら

か

に

す

る

に
在

り
」

(
「大

学

之

道

、
在

明

明

徳

。
」

『大
学

』
)
、

「
政

を

為

す

に
徳

を
以

て
す

る

は
、
讐

え

ば

北

辰

の
其

の
所

に
居

て
、

衆
星

の
こ

れ

に
操

す

る
が
如

し

」

(
「為

政

以
徳

、

讐

如

北

辰

、
居
其

所

、
而

衆

星

共
之

。
」

『論

語

』

為

政
)

と

、

そ

の

「
明
徳

論
」

を

展

開

し

て

い
た

。

戦

国

末
期

の
思

想

家

荷

子

も

、

「夫

れ
是

れ

を

天
徳

と
謂

ふ

、

王
者

の
政

な

り

」

(
「
夫
是

之
謂

天

徳

、

是

王
者

之

政

也

。
」

『筍

子
』

王
制

)

と

「
天
徳
」

を

「
王

」

に
な

る
必

須

条

件

と

し

て
強

調

し

、

「
天

子

な

る
も

の
は

、

勢

位

至

尊
、

天

下

に
敵

無

し
。

…

道

徳

純

備

、
智
恵

甚

だ

明

に
、

南
面

し

て
天

下

に
聴

き

、
生

民

の
属

、
振

動
従

服

し

て
以

て

こ
れ

に
化

順

せ

ざ

る
は

な
し

。

…

故

に
天
子

生
ず

れ

ば

則

ち

天

下
、
隆

を

一
に

す

、
順

を
致

し

て

治

め
、

徳

を

論

じ

て
次

を
定

む

」
(駿
)、

「
君

子

は
徳

を

以

て

す

れ

ば

、
小

人

は

力

を

以

て
す

と

。

力

は

徳

の
役

な

り

」

(
「
君
子

以
徳

、

小

人

以

力

。
力

者

、

徳

之

役

也

。
」

『荷

子

』

富

国
)

と

説

い
て

い
た

。

「
徳

」

は
、
諸

侯

国

間

の
関
係

の
原

則

で
も

あ

っ
た

。

「
孟

子

曰
く

、
力

を
以

て
仁

を

假

る
者

は

覇

た

り

。
覇

は

必

ず

大

国

を
有

つ
。
徳

行

を

以

て
仁
を
行

ふ
者

は
王

た

り

。
王

は
大

を

待

た
ず

。
湯

は

七

十

里

を
以

て
し

、

文

王

は

百

里
を
以

て
す

。

力
を

以

て

人

を

服

す

る
者

は

、
心

服

に
非

ざ

る
な
り

。

力

た
ら

ざ

れ
ば

な

り

。
徳

を
以

て
入

を

服

す

る
者

は
、

中

心

悦

び

て
誠

に
服
す

る

な

り

。
七

十
子

の
孔

子

に
服
す

る
が
如

き
な
り
遍

・

萄

子

も
同

様

の
考

え

方

を

も

っ
て

い
る

。

「凡

そ
人
を

兼

ぬ

る

に
は

三
術

あ

り

、

徳

を
以

て
人

を

兼

ぬ

る
者

あ
り

、

力

を

以

て
人
を
兼

ぬ

る

者

あ

り

、
富

を
以

て
人

を
兼

ぬ

る
者

あ

り

。

…
徳

を

以

て
人

を

兼

ぬ

る
者

は

王

な

り

、
力

を

以

て
人

を

兼

ぬ

る
者

は
弱

く

、

富

を

以

て
人

を
兼

ぬ

る
者

は
貧

し
と

。

古

今

一
な
り

」
(騨
)。

こ

こ

か
ら
、

「
力

」

で

は

な

く

「
徳

」

こ

そ

諸

国

間
関

係

の

準

則

で
あ

る

べ
き

だ

と

い
う

思
想

が

一

般

的

に
流
行

し

て

い
た

こ
と

が

分
か

る

。

=
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そ

の
よ

う

な
王

者

の

「徳

」

は

、

「
蟹

夷

戎

狭

」

に

も
適

用
す

る
と

考

え

ら

れ

た

。
荷

子

は

、

「
尭

は

駿
兜

を
伐

ち

、

舜

は
有
苗

を

伐

ち

、

禺

は
共

工

を

伐

ち

、

湯

は
有
夏

を
伐

ち

、

文
王

は
崇

を

伐

ち

、

武

王
は

紺
を

伐

つ
、
此

両
帝

四
王

は

皆

仁
義

の
兵
を

以

て

天

下

に
行

り

し

な

り

。

故

に
近

き

者

は
其

善

に
親

し

み
、

遠
方

は
其

義

に
慕

ひ

、
兵

刃

に
血

ぬ

ら
ず

し

て
、
遠
遍

来

り

服

し

、
徳

此

こ

に
盛

ん

に

し

て
、
施

い
て

四

極

に
及

べ
り

」
(聾

と
、
仁

義

の
あ

る

支

配

者

の

「
徳

」

が

「
四
夷

」

に
及

ん

で

い
た

と
述

べ
た

。

ま

た

『大

戴

礼
記

』
礼

察

篇

も

、

「
湯

武

は

天

下

を

仁

義

礼

楽

に
置

き

て
、

徳

澤

は
禽

獣

草

木

に

あ

ま
ね

く
、

廣

く

育

う

は
蟹

額

四

夷

に

被

り
、

子

孫

を

か

さ

ぬ
る

こ
と

十

余

世

、

年

を

歴

る

の
久

し

き

五

・
⊥
ハ
百

歳

」
鐘

と

、
商

王

朝

の

「
徳

」

が

「
四

夷

」

に

及

ん

で

い
た

こ
と

を

明
言

し

て

い

る
。

「
昔

、
股

紺

、

天

下

を

乱

り

、

鬼

侯

を

肺

に
し

て
、

以

て

諸

侯

を

饗

す

。

是

を

以

て
周
公

、

武

王

を

助

け

て
以

て
紺

を

伐

つ
」
(田
)。

「
攣

夷

戎
狭

」

に
対

す

る

不

「
徳

」

の
行

為

は

、

「
天
命

」

の
転

換

の
理
由

に
も
な

っ
た

の

で
あ

っ
た

。

孟

子

か

ら
見

れ
ば

、

「王

政
し

が
あ

れ
ば

、

「
蟹

夷

戎

狭

」

自

ら
は

「
天

下
」

に
入

る

こ
と

を

望

む

こ
と

に
な

る
。

「
(周

王

が
商

を

討

伐

す

る

際

に
)

東

面

し

て
征

す
れ
ば

西

夷

怨

む

、
南

面

し

て
征

す

れ

ば

北
狭
怨

む

、

曰

く

:
な

ん
す

れ

ぞ

我

を
後

に
す

る
、

と

。

…
荷
も

王

政

を

行

わ

ば
、

四
海

の
内

、
皆
首

を
挙

け

て
之

を

望

み
、

以

て
君

と

為

さ

ん

こ
と
を

欲

せ

ん
」
(詔
)
と

、
周

初

の

「
王
政

」
を

讃
え

て

い
た
。

そ

の
延

長

線

に
あ

っ
た

の
は
、

]
部

の

「蟹

夷

戎

秋

」

の

「
中
国
」

へ

の
反

発

が

「中

国

」

の
支

配
者

の

「
不

徳

」

の
行

為

に

よ

っ
て
起

こ

さ

れ

た

と

い
う

考
え

方

で
あ

っ
た

。

例

え

ば

、

か

つ

て
周

公

の
末

商

で

あ

る

祭

公

謀
夫

は
、

「
吾

聞

く
夫

の
犬

戎

樹

は

淳

く

旧
徳

に
従

い
、

守

り
終

わ

る

ま

で
純

固
な

り
」

(
「
吾

聞

夫

犬

戎

樹

、

淳
帥

旧

徳

而
守

終
純

固
」
)

と

、
周

穆
王

の
犬

戎

征

伐

に
反
対

し

た

。

し

か
し

周

穆

王

が

そ

れ
を

聞

か

ず

に
征
伐

を

強
行

し

て
犬

戎

の
反

感

を

ま

ね

き

、

「是

れ

よ

り
荒

服

の
者
至

ら
ず

」

(「
自

是

荒
服

不
至

。
」

『
国

語
』

周

語

上

)

と

な

っ
た

の

で

あ

っ
た

。
「
蟹

夷
戎

秋

、

其

の
賓

せ

ざ

る

こ
と

久

し
、

中
国

の
用

ふ

る
能

は
ざ

る

な

り

」

(「
蟹

夷
戎

狭

、

其

不
賓

也
久

　

、

中

国

所

不
能

用

也

。
」

『国

語
』

楚
語

上

)
。

戦

争

に
対

す

る
嫌
悪

感

は
、

当

然

「攣

夷

戎

独

」

だ

け

に
向

け
ら

れ

る
も

の

で
は
な

か

っ
た

。

一
部

の
戦
争

に
対

し

て
、

そ

の
行

為

主

体

に

三
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関

係

せ
ず

、
性

格

を
客

観

的

に
評

価

す

る

こ

と
が

で
き

た

。

『左

伝

』

僖
公

三

十

二
年

・
経

に

「
衛

の
人

が
狭

を
侵

し

た

」

(
「
衛

人
侵

秋
」
)

と

い
う

記
載

が

あ
り

、

し

か

し

「
お

よ
そ

軍

に
鐘

や
鼓

を

用

い

て
す

る

の
を
伐

と

い

い
、
鳴

り
物

を

用

い
な

い
の
を
侵

と

い

い
、
手

が
る

に
す

る

の
を

襲
と

い
う

」

(
「
凡
師

、

有
鐘

鼓

日
伐

、
無

日

侵
、
軽

日

襲

。
」

『左

伝
』

荘

公

二

十
九

年

)
。

ま

た

、

『左

伝
』

宣

公

十

五
年

に

「
晋
侯

は
穫

で
勢

揃

い
を

し

て

、

秋

の
土

地
を

略

取

し

た
」

(
「晋

侯
治

兵

於

稜

、

以
略

狭
土

」
)

と

い
う
記

述

も

あ

っ
た
が

、

『方

言

』

に

よ

れ
ば

「
略

、

強

取

也

」
と

な

る

。

つ
ま

り

「
華
夏

」

の
異

民
族

の
国

に
対

す

る

侵

略
行

為

も
、

言

葉

の
扱

い
を
通

じ

て
非

難

さ
れ

て

い
る

の

で

あ

る
。

「
礼

」

の
秩

序

ー

「華

夏

」

が
主

導

す

る

「
天

下
」

の
シ

ス

テ

ム
ー

か

ら

「
蟹

夷

戎

秋
」

を
排

除

し

な

い
と

の
客

観

的

理

由

と
主

観
的

理
由

と

は

、
本

来

相

互

に
無

関

係

で

は

な

か

っ
た

。
前

文

で
触

れ

た

よ

う

に
、

貝

塚
茂

樹

に

よ
れ
ば

、

「
春

秋

末

期

ま

で

に
夏

商

周

を

構
成

す

る

部

族

の
子
孫

の
国

々

は

そ

の
民
族

的

差

異

を

超
え

て
諸

夏

と
呼

ば

れ

る
同

】
の
中

国

民

族

を

形
成

し

た

」

の

で
あ

っ
た

(59
)。

そ

こ

ま

で

の
部

族

と

民

族
と

の
区

別

が
付

き
難

く

、
他

部

族

イ

コ
ー
ル
他

民
族

で
あ

っ
た
時
代

に

お

い

て
、
中

原
地

域

の
出
身

で
は

な

い
夏

と

商

の
祖
先

も

「蟹

夷

戎

秋
」

で
あ

っ
た

。
本

来
多

元

的

-

多

部

族

・
多

民
族

の
1

人

々
を
同

一
の

「
中

国

」

に
融

合

す

る

に
は
、

絶
対

的

権

威

を
有

し
、
絶

対
的

に
正

し
く

、
各

部

族

・
各

民

族
を

一
律

視

し

て
平
等

に
扱

う

は

ず

の

「
天

」

が
大

き

な
役

割

を
果

た

し

た

の
は
間
違

い
な

い
。

そ

こ

で

「
天

」

は
、

時
間

(夏

・
商

・
周

の
三
時

代

)

と
空

間

(各

部
族

・
各

民

族

)
を
超

え

た

「
徳

」

と

い
う

政

治

倫

理
体
系

を

誕

生

さ

せ

た

の

で
あ

っ
た

。

5
、

お

わ

り

に

「華
夏
」
と

「蟹
夷
戎
秋
」
は
各
々
の
文
明
を
代
表
す
る
概
念
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
先
秦
時
代

の
中
国
人
は
文
明
の
相
違
か
ら

「民
族
」

の
区
別
を
認
識
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
換
言
す
れ
ば
、
先
秦
時
代
の
中
国
人
が
見
て
い
た

「民
族
」
は
実
は
文
明
共
同
体
で
あ

っ
た
。
人

類
社
会
は
そ
れ
ぞ
れ
の
生
産
様
式
と
生
活
様
式
を
営
み
、
「中
原
」
と
い
う
地
域

の
農
業
文
明
の
社
会
を
基
礎
に
生
成
し
た

「礼
」
は
、
単
な

三
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る

「
華

夏

」

か

「螢

夷

戎
狭

」

か
だ

け

で
は

な
く

、
各

人

間
集

団

の
文

明

的
水

準
を

測

る
物

差

し

に

も
さ

れ
た

こ
と

か

ら

、

先
秦

時
代

の
中

国

人

は
民

族

差

別

の
意

識

が

あ

っ
た

こ
と

が
分

か

る

。

し

か

し

他

の
側
面

か

ら
見

れ
ば

、

こ
う

し

た

民

族

差

別

意

識
が
存

在

し

な

か

っ
た

と
も

言

え

る

か

も

し
れ

な

い
。

「
華

夏

」
自

身

も

多

く

の

部
族

・
民

族

の

「
中
原

化

」

と

「
華

夏

化

」

を

通

じ

て
形

成

し

た
人

間
集

団

で
あ

り

、

ま

た

こ

う

し

た
形

成

過

程

に

お

い

て
絶

対

的

権

威

1

「
天

」

1

の
下

に
普
遍

的
統

治

倫

理
i

「
徳
」

i

も

確

立

さ

れ
た

の
で

あ

っ
た

。

そ

の
た

め

、

先
秦

時
代

の
中

国

人

は

文

明

は

そ
れ

ぞ

れ

の
人

間

あ

る

い
は

人

間
集

団

が
生

活

す

る
自

然

環

境

と

社

会

環

境

に

よ

る
も

の

で
あ

り

、

「
蟹
夷

戎

秋

」

が
後

天
的

学

習

を

通

じ

て
農
業

文

明

社

会

の

「
礼

」

を
身

に

つ
け

て
、

つ
ま

り

「
華

夏
」

に

な

る

こ
と

も
可

能

で
あ

る

と
考

え

て

い
た

。

無

論

、

「
華

夏

」

は

「
礼
」

を
放

棄

し

て
、

つ
ま

り

「
蟹

夷
戎

狭

」

に
な

る

こ
と

も

可
能

で
あ

る
と

考
え

ら
れ

て

い
た

。

し
か

し

「
文

化

」

と

は

、
本

来

徳

治

を
も

っ
て
教
化

す

る

こ
と

を
意

味

す

る
も

の
で
あ

り

、

特

に

「
蟹

夷
戎

狭

」

が

「華

夏

」

の
文

明

様

式

を

受

け

て

「
華

夏

」

に
な

る

の

は

、
む

し

ろ
先

秦

時

代

の
中

国

人

に

と

っ
て
ご

く
当

然

の

こ

と

で
あ

っ
た
。

注

目

す

べ
き

は

、

こ
う

し

た

民

族

認
識

は

「
蟹

夷

戎

狭
」

が

「
礼

」

の
シ

ス

テ
ム

に
引

き

込

ま

れ

る

こ

と
を

許

し
、
中

国

の

歴

史

上

に
大

き

な
影

響

を
残

し
た

こ
と

で
あ

る
。

そ

の
た
め

、

北

魏

・

清

の
よ

う

な

「
蟹
夷

戎

狭
」

に

よ

る

「
征

服

王

朝

」

も

最

終

的

に
中

国

の
正

統

王

朝

と

し

て
認

め

ら
れ

、
「
中

国

」

は

「
蟹
夷

戎

狭
」

の

「
中

原
化

」

と

「華

夏

化
」

を

通

じ

て

、
常

に
拡
大

し

て

い
く

趨

勢

に
あ

っ
た

の

で
あ

っ
た

。

三
四
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注

容
庚
編
著

『金
文
編
』
、
科
学
出
版
社
、

一
九
五
九
年
、

一
六
八
二
条
。

謝
維
揚

『
中
国
古
代
国
家
』
、
漸
江
人
民
出
版
社
、

一
九
九

五
年
、
四

一
四
頁

周
偉
洲

「
周
人
、
秦
人
、
漢
人
和
漢
族
」
『中
国
史
研
究
』
、

一
九
九
五
年
第

二
期
、

}
一
頁

貝
塚
茂
樹

『中
国
の
古
代
国
家
』
、
中
央
公
論
社
、

一
九

八
四
年
、
九
二
頁

『左
伝
』

嚢
公
四
年
。
「晋
候

日

:
戎
秋
無
親
而
貧
、
不
如
伐
之
。
魏
緯
日

…

:
労
師
於
戎
、
而
楚
伐
陳

、
我
弗
能
救
、
是
棄
陳
也

、
諸
華
必
叛
。

戎
、
禽

獣
也
。
獲
戎
失
華
、
無

乃
不
可
乎
。
」

徐
中
箭
主

編

四甲
骨
文
字
典
』
、

四
川
辞
書
出
版
社
、

一
九

九
三
年
、
九
四
頁

;
貝
塚
茂
樹
前
掲
書
、

一
四
六
頁
。

『礼
記
』

王
制
。
「凡
居
民
材

、
必
因
天
地
寒
媛
燥
湿
、
廣
谷
大
川
異
制
。
民
生
其

間
異
俗
、
剛
柔
軽
重

遅
速
異
齊
、
五
味
異
和

、
器
械
異
制
、
衣

服
異
宜

。
脩
其
教
、
不
易
其
俗

、
齊
其
政
、
不
易
其
宜
。
中
国
戎
蟹
、
五
方
之
民
、
皆
有
其
性
也
、

不
可
推
移
。
東
方

日
夷
、
被
髪
文
身
、
有
不

火
食
者

　
。
南
方
日
蜜
、
雛
題
交
趾
、
有
不
火
食
者
　
。
西
方
日
戎
、
被
髪
衣
皮
、
有
不
粒
食
者
　

。
北
方
日
秋
、
衣

羽
毛
穴
居
、
有
不
粒
食
者

　
。
中
国
、
夷
、
蟹
、
戎
、
秋

、
皆
有
安
居
、
和
味
、
宜
服
、
利
用
、
備
器
、

五
方
之
民
、
言
語
不

通
、
嗜
欲
不
同
。
」

『左
伝
』
成
公

二
年
。
「
晋
侯
使
輩
朔
献
齊
捷
於
周
。
王
弗
見
、
使
単
嚢
公
辞
焉

、
日

:
蟹
夷
戎
狭
、
不
式

王
命
、
淫
酒
殿
常
、

王
命
俘
之
、
則
有

献
捷
。
王
親
受
而
労
之
、
所
以
懲
不
敬
、
勧
有
功
也
。
兄
弟
甥
舅
、
侵
敗
王
略
、
王
命
伐
之
、
告
事
而

巳
、
不
献
其
功

、
所
以
敬
親
睨
、
禁
淫
恩

也
。
」

『礼
記
』

曲
礼
。
「九
州
之
長

、
入
天
子
之
国
日
牧
。
天
子
同
姓
謂
之
叔
父
、
異
姓
謂
之
叔
舅
。
其
在
東
夷

北
狭
西
戎
南
蟹
者

、
錐
大
日
子
。」

『左
伝
』
関
公
元
年
。
「管
敬
仲
言

於
齊
侯
日
:
戎
狭
材
狼
、
不
可
厭
也

。
諸
夏
親

睨
、
不
可
棄
也
。
」

『国
語

』
晋
語
七
。
「
無
終
子
嘉

父
使
孟
楽
因
魏
荘
子
納
虎
豹
之
皮
以
和
諸
戎
。
公

日

:
戎
秋
無
親
而
好

得
、
不
若
伐
之
。
」

越
智
重
明

「華
夷
思
想
と
天
下
」

『久
留
米
大
学
論
叢
』
、
第
三
七
巻
第
二
号
、

一
九

八
八
年
、

一
九

八
頁

ー

一
九
六
頁

『周
礼
』
曲
礼
。
「夫
礼
者
所

以
定

親
疎
、
決
嫌
疑
、
別
同
異
、
明
是
非
也

。
礼

、
不
妄
説
人
、
不
辞
費

。
礼
、
不
鍮
節
、
不
侵
侮
、
不
好
押
。
」

『筍
子
』
儒
効
。
「居
楚
而
楚

、
居
越
而
越
、
居
夏
而
夏
、
是
非
天
性
也

、
積
靡
使

然
也
。
」

『大
戴
礼
記
』
勧
学
。
「於
越
戎
絡

之
子
、
生
而
同
声
、
長
而
異
俗
者
、
教
使
之
然

也
。
」

三
五
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『孟
子
』
縢
文
公
章
句

上
。
「吾
聞
用
夏
変
夷
者
、
未
聞
変
於
夷
者
也

。
陳
良

、
楚
産
也
、
悦
周
公
、
仲
尼
之
道
、
北
学
於

中
国
。

」

『論
語
』
子
牢
。
「
子
欲
居
九
夷
。
或
日

:
随
、
如
之
何
。
子
日
:
君
子

居
之
、
何
随
之
有
。

」

『左
伝

』
僖
公
二
十
三
年

。
「十

]
月
、
杞
成
公
卒
。
書
日
子
、
杞
、
夷

也
。
不
書
名
、
未
同
盟
也
。
」

『左
伝
』
僖
公
二
十
二
年

。
「初
、
平
王
之
東
遷
也
、
辛
有
適
伊
川
、
見

被
髪
而
祭
於
野
者
、
日

:
不
及
百
年
、
此
其
戎
乎

、
其
礼
先
亡
　
。
」

『大
戴
礼
記
』
王
言

「蟹
夷
諸
夏
、
難
衣
冠
不
同
、
言
語
不
合
、
莫

不
来

至
、
朝
観
於
王
。
」

『国
語
』
齊
語
。
「築
葵
鼓
、
曇
、
負
夏
、
領
釜
丘

、
以
御
戎
秋
之
地
、
所

以
禁
暴
於
諸
侯
也

。
築
五
鹿
、
中
牟
、
蓋
與

、
牡
丘
、
以
衛
諸

夏
之
地
、

所
以
示
権
於
中
国
也
。」

『管
子
』
小
匡
篇

に
も
同
じ
よ
う
な
記
述
が
あ

っ
た
。
「
(斉
恒
公
)
築
察
焉

陵
、
培
、
夏

、
璽
父
丘
、
以
衛
戎
秋
之
地
、

所
以
禁
暴
於
諸
侯
也
、
築

五
鹿
、
中
牟
、
業

蓋
與
社
丘
、
以
衛
諸
夏

之
地
、
所
以
示
勧
於
中
国
也
。」

「
兵

一
出
而
大
功
十
二
、
故
東
夷
、
西
戎
、
南
螢
、
北
狭
、
中
諸
侯

、
莫

不
賓
服
。

」

『左

伝
』
嚢
公
十

一
年

。
「子
教
寡
人
和
戎
秋
以
正
諸
華
、
八
年
之
中
、
九
合
諸
侯
。」

徐

旭
生
:

『中
国
古
史
的
伝
説
時
代
』
科
学
出
版
社
、

一
九
六
二
年
、

五
四
頁

『孟
子
』
離
婁
章
句
。
「舜

…
、
東
夷
之
人
也
。
」

「史
記
』
六
国
年
表
。
「禺

興
於
西
完
。」

顧
頷
剛

『中
国
史
学
入
門
』
、
中
国
青
年
出
版
社
、

一
九
八
六
年
、

一
=
二
頁

李

亜
農

『股
代
社
会
生
活
』
、
上
海
人
民
出
版
社
、

一
九
五
五
年
、
七
九

頁

王
玉
哲

「商
族
の
来
源
地
望
試
探
」
、
『歴
史
研
究
』

一
九
八
四
年
第

一
期

周
偉
洲

「儒
家
思
想
与
中
国
伝
統
民
族
観
」
、

『民
族
研
究
』

一
九
九

五
年
第

六
期
、

一
二
頁

;
顧
韻
剛

『中
国
史
学
入

門
』
、

=

三
頁

『
孟
子
』
離
婁
章
句

。
「文
王

…
、
西
夷
之
人
也
。
」

李

亜
農

『欣
然
斎
史
論
集
』
、
上
海
人
民
出
版
社
、

一
九
六
二
年
、
六
三

六
ー
六
三
九
頁

『左
伝
』
昭
公
九
年
。
「戎
有
中
国
、
誰
之
答
也
。
后
穫
封
殖
天
下
、
今
戎
制
之
。
不
亦
難
乎
。

」

『左
伝
』
荘
公
二
十
八
年
。

「晋
献
公
…
又
嬰
二
女
於
戎
。
大
戎
狐
姫
生
重
耳
、
小
戎
子
生
夷
吾
。
巫
日伐
騒
戎
、
羅
戎
男
女
以
騒
姫
。
」

『礼

記
』
曲
礼

・
疏

本

田
濟

「春
秋
会
盟
考
」
、

『東
洋
思
想
研
究
』
、
創
文
社
、

一
九
八
七
年

、

一
二
八
頁

小
倉
芳
彦

「
商
夷

の
俘
」
1

『左
伝
』

の
華
夷
観
念
1

、
『中
国
古
代
政
治
思
想
研
究
』
青

木
書
店
、

}
九
七
〇
年
、

一
四
四
頁

三
六
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『左
伝
』

嚢
公
十
四
年
。
「
我
諸
戎
飲
食
衣
服
不
與
華
同
、
賛
幣
不
通
、
言
語
不
達
、
何
悪
之
能
為
、
不
與
於
会
、
亦
無
管
焉

。
」

『左
伝
』
僖
公
二
十
四
年
、

『国
語
』
周
語
中
。
「
王
徳
秋
人
、
将
以
其
女
為
后
。
」

『左
伝
』
哀
公
十
七
年
。
「
(衛
荘
公
)
登
城
以
望
、
見
戎
州
。
我
、
姫
姓
也
、
何
戎
之
有
。」

『左
伝
』
宣
公
三
年
。
「
楚
子
伐
陸
渾
之
戎
、
遂
至
於
名

佳
、
観
兵
於
周
彊
、
定

王
使
王
孫
満
労
楚
子
。
楚
子
問
鼎
之
大
小
、
軽
重
焉
。
対
日

:
在

徳
不
在
鼎
。
」

『国
語
』
楚
語
上
。
「赫
赫
楚
国

、
而
君
臨
之
、
撫
征
南
海
、
訓
及
諸
夏
、
其
寵
大
　

。」

『左
伝
』
成
公
七
年
。
「螢
夷
屡
於
楚
者
、
呉
尽
取
之
、
是
以
始
大
、
通
呉
於
上
国

。」

『左
伝
』
哀
公
二
十
年
。

「呉
犯

間
上
国
多
　
、
聞

(越
国
)
君
親
討
焉
、
諸
夏
之

人
莫
不
欣
喜
。」

謝
維
揚
前
掲
書
、
二
六
五
～
二
七

一
頁

『尚
書
』
梓
材
。
「皇
天
既
付
中

国
民
越
廠
彊
土
於
先
王
、
騨
王
惟
徳
用
和
澤
先
後

迷
民
。
」

『礼
記
』
孔
子
閑
居
。
「
子
夏

日

:
敢
問
何
謂
三
無
私
。
孔
子
日

:
天
無
私
覆

、
地
無
私
載
、
日
月
無
私

照
。
」

『礼
記
』
哀
公
。
「公
日

:
敢

問
君
子
何
貴
乎
天
道
也
。
孔

子
対
日

:
貴
其

不
已
。
」

『尚
書
』
多
士
。
「夏
弗
克
庸
帝

、
大

淫
侠
有
辞
、
惟
時

天
岡
念
聞
、
蕨
惟

慶
元
命
、
降
致
罰
、
乃
命
爾
先
祖
成
湯
革
夏
、
俊

民
旬

四
方
。
自
成
湯

至
於
帝

乙
、
岡
不
明
徳
位

祀
。
」

『尚
書
』
康
諾
。
「文
王
克
明
徳
慎
罰
、
…
帝
休
、
天
乃
大
命
文
王
磧
戎
股
。
誕
受

厭
命
。
」

『尚
書
』
多
方
。
「惟
我
周
王
、
璽
承
於
旅
、
克
堪

用
徳

、
惟
典
神
天
、
天
惟
式
教
我
用
休
、
簡
畢
股
命
。
サ
爾
多
方
」

『筍
子
』
正
論
。
「天
子
者
、

勢
位
至
尊
、
無
敵
於
天
下
。

…
道
徳
純
備
、
智
恵
甚
明
、
南
面
而
聴

天
下
、
生
民
之
属
、
莫

不
振
動
従
服
以
化
順
之
。

…
故

天
子
生
、
則
天
下

一
隆
、
致
順
而
治
、
論
徳
而

定
位
。
」

『孟
子
』
公
孫
丑
章
句
上
。
「
孟
子
日

:
以
力
假
仁
者
覇
、
覇
必
有
大
国

;
以
徳
行

仁
者
王
、
王
不
待
大
、
湯
以
七
十
里
、
文
王
以
百
里
。
以
力

服

人
者
、
非
心
服
也
、
力
不
購
也

;
以
徳
服
人
者
、
中
心
悦
而
誠
服
也
、
如
七
十
之
服
孔
子
也
。
」

『筍
子
』
議
兵
。
「凡
兼
人
者

三
術

:
有
以
徳
兼
人
者
、
有
以
力
兼
人
者
、
有
以
富

兼
人
者
。
…
以
徳
兼
人
者
王
、
以
力
兼

人
者
弱
、
以
富
兼
人
者

貧
。
古
今
如

一
。
」

『荷
子
』
議
兵
。
「尭
伐
駆
兜
、
舜
伐
有
苗
、
禺
伐
共

工
、
湯
伐
有
夏
、
文
王
伐
崇

、
武
王
伐
紺
、
此
両
帝
、
四
王
皆
以
仁
義
之
兵
行
於
天
下
也
。

故
近
者
親
其
善
、
遠
方
慕
其
義

、
兵
不
血
刃
、
遠
近
来
服
、
徳
盛
於
此
、
施

及
四
極
。
」

三
七
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『大
戴
礼
記
』
礼
察

。
「湯
武
置
天
下
於
仁
義
礼
楽

、
而
徳
澤
治
禽

獣
草
木
、
廣
育
被
蟄
栢

四
夷
、
累
子
孫
十
余
世
、

歴
年
久

五

・
六
百
歳
。
」

『礼
記
』
明
堂
位
。
「昔
股
紺
乱
天
下
、
腫
鬼
侯
以
饗
諸
侯
。
是
以
周

公
相
武
王
以
伐
紺
。

」

『孟
子
』
縢
文
公
章
句

下
。
「東
面
而
征
西
夷
怨
、
南
面
而
征
北
秋
怨

、
日

:
癸
為
後
我
。

…
荷
行
王
政
、
四
海
之

内
、
皆
挙
首
而
望
之
、
欲

以
為

君
。」

貝
塚
茂
樹
前
掲
書
、
九

二
頁

三
八


